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年
、明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か

に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
町
政
全
般
に
わ
た
り
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
年
頭
に
当
た
り
ま
し
て
、
町
政
運
営
の
状

況
と
併
せ
、
新
年
の
抱
負
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
財
政
の
健
全
化
は
全
て
の
基
本
で
あ
り
ま
す

が
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
で
は
、
全
会
計
が
黒
字

と
な
り
、
財
政
の
弾
力
性
を
示
す
経
常
収
支
比
率
も

三
年
連
続
で
県
下
第
一
位
の
七
十
九
・
八
％
と
な
り

ま
し
た
。
財
政
の
健
全
性
は
保
た
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
、
自
主
財
源
の
確
保
な
ど
の
健
全
化

策
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　
昨
年
一
年
を
振
り
返
る
と
、
い
く
つ
か
明
る
い
話

題
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
７
月
に
今
村
天
主
堂
が
国
指
定
重
要
文
化

財
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
当
町
で
は
、
下
高
橋
官

衛
遺
跡
に
次
ぎ
２
つ
目
の
国
指
定
文
化
財
に
な
り
ま

す
。「
ま
ち
の
宝
」
で
あ
る
こ
の
教
会
を
、
未
来
に

向
け
て
し
っ
か
り
守
り
伝
え
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
２
つ
の
懸
案
事
項
に
解
決
の
道
筋
が
立

ち
ま
し
た
。
ま
ず
、
西
部
工
業
用
地
（
高
樋
）
に
つ

い
て
、
全
区
画
に
企
業
が
入
る
見
通
し
と
な
り
、
雇

用
や
税
収
増
に
繋
が
る
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
も
う
一
つ
は
、
国
道
３
２
２
号
線
の
バ
イ
パ
ス

整
備
に
つ
い
て
、
今
年
度
、
事
業
化
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
も
４
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
積
年
の
課

題
で
あ
り
、
今
後
、
工
事
着
手
に
向
け
県
と
協
議
を

進
め
て
参
り
ま
す
。

　
ま
た
、
将
来
に
向
け
た
取
組
も
い
く
つ
か
ス
タ
ー

ト
い
た
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
地
方
創
生
に
向
け
た
町

の
総
合
戦
略
、「
大
刀
洗『
よ
か
マ
チ
』創
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
昨
年
末
に
策
定
し
ま
し
た
。
人
口
問
題
の

克
服
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
将
来

に
わ
た
り
ま
ち
が
活
力
を
持
ち
続
け
る
た
め
の
指
針

と
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
わ
が
町
は
、
豊
か
な

生
活
・
子
育
て
環
境
や
交
通
の
利
便
性
を
活
か
し
、

特
に
若
い
世
代
の
移
住
促
進
に
注
力
し
て
き
ま
し

た
。
町
外
の
子
育
て
世
代
の
定
住
を
目
的
と
し
た
定

住
促
進
住
宅
に
つ
い
て
も
、
４
月
の
入
居
開
始
に
向

け
、
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
こ
れ
に
加

え
、
移
住
サ
ポ
ー
ト
の
充
実
や
、
農
商
工
業
の
潜
在

力
を
引
き
出
す
取
組
、
町
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
・

磨
き
・
発
信
す
る
戦
略
的
な
シ
テ
ィ
ー
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
（
地
域
の
売
り
込
み
、
知
名
度
や
ブ
ラ
ン
ド

力
の
向
上
、
住
民
の
愛
着
形
成
な
ど
）
な
ど
を
進
め

て
参
り
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
町
の
高
齢
化
率
は
二
十
五
％
、

独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
数
は
三
百
五
十
人
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
将
来

的
に
は
、
八
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
四
人
に
一

人
が
認
知
症
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と

え
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域

や
家
庭
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
最
後
ま
で
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
皆
で
支
え
あ
う
仕
組
み
を
地
域
に

作
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
、
こ

の
新
し
い
地
域
づ
く
り
が
、
今
一
番
の
課
題
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　
町
で
は
昨
年
、
周
辺
市
町
村
に
先
駆
け
全
行
政
区

で
の
地
域
懇
談
会
、
勉
強
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
を
実

施
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
強
化
に
向
け
た
協
議
体
を
設
置
し
、
具
体
的
な
取

組
を
進
め
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
全

力
を
尽
く
し
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
山
積
し
て

い
ま
す
が
、
自
立
の
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
、
ス
ピ
ー

ド
感
を
も
っ
て
町
政
運
営
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
末
尾
に
な
り
ま
す
が
、
町
民
の
皆
様
の
ご

多
幸
と
ご
健
勝
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
年
頭

の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。皆
様
方
に
は
、

よ
き
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
議

員
一
同
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　
昨
年
、
町
議
会
の
改
選
が
実
施
さ

れ
、
10
月
か
ら
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
残
念
で

し
た
の
は
、
投
票
率
が
61
％
で
あ
っ

た
こ
と
で
、
今
後
の
課
題
で
す
。

　
本
年
度
は
地
方
版
総
合
戦
略
策
定

の
年
で
あ
り
、
今
後
５
年
間
の
行
方

を
決
定
す
る
も
の
で
、
重
要
な
こ
と

で
す
。
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

本
町
の
資
源
（
人
口
・
土
地
・
環
境
・

集
落
）
等
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
調
査
し
、
基
本
問
題
で
あ
る
雇
用
の
場
を
ど
う

す
る
か
、
人
口
減
少
問
題
・
人
材
の
育
成
・
定
着
を
ど
う
す
る
か
等
を
考
え
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
全
・
安
心
に
暮
せ
る
よ
う
、
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
に
、
議
会
も
真
剣
に
取
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
達
議
会
も
、
平
成
23
年
よ
り
27
年
ま
で
、
議
会
改
革
並
び
に
住
民
皆
様
と

の
交
流
の
場
と
し
て
議
会
報
告
会
（
語
ろ
う
会
）
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後

は
更
に
住
民
の
皆
様
の
多
岐
に
わ
た
る
ご
意
見
を
聞
き
、
議
会
運
営
等
を
進
め

る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
地
域
や
各
種
団
体
等
の
輪
の
中
に
入
っ
て
意
見
交
換

会
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
本
年
も
引
き
続
き
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
皆
様
に
と
っ
て
一
年
間
が
よ
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
祈
り

申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方
に
は

よ
き
初
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
４
月
か
ら
改
正
「
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
に

伴
い
教
育
委
員
会
制
度
が
変
わ
り
ま

し
た
。

　
新
教
育
長
は
旧
教
育
委
員
長
に
代

わ
っ
て
教
育
委
員
会
を
代
表
す
る
と

と
も
に
事
務
を
統
括
す
る
二
つ
の
権

限
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
改
正
の
ね
ら
い
は
、
危
機
管
理
体

制
の
構
築
を
図
る
と
と
も
に
、
責
任

の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
本
町
で
は
旧
教
育
長
の
任
期
切
れ
翌
日
の
昨
年
12
月
23
日
か
ら
新
制
度

に
移
行
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、町
長
が
招
集
し
、教
育
委
員
と
共
に
構
成
さ
れ
る
「
総
合
教
育
会
議
」

に
お
い
て
、
町
の
総
合
的
な
教
育
施
策
で
あ
る
「
大
綱
」
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　
教
育
委
員
会
は
「
子
ど
も
課
」
と
「
生
涯
学
習
課
」
の
２
課
体
制
で
す
が
、

ま
ず
は
子
育
て
環
境
の
充
実
の
た
め
、
保
育
園
・
学
校
・
学
童
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、

人
的
・
物
的
の
両
面
か
ら
最
適
化
を
図
る
た
め
の
取
組
を
推
進
し
た
い
と
考
え

ま
す
。
子
育
て
支
援
に
対
す
る
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
、
図
書
館
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
併
せ
て
カ
フ
ェ
コ
ー
ナ
ー
も

新
設
さ
れ
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
集
い
楽
し
め
る
空
間
と
な
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
読
書
に
限
ら
ず
様
々
な
活
動
の
拠
点
と
な
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　
む
す
び
に
、
今
年
一
年
が
皆
様
に
と
り
、
健
や
か
で
安
寧
な
年
と
な
り
ま
す

よ
う
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

新

新年のご挨拶

大
刀
洗
町
議
会
議
長

　山
内

　

 

剛

新

新

大刀洗町議会

大刀洗町教育委員会

大
刀
洗
町
教
育
委
員
会
教
育
長

　倉
鍵 

君
明

平成28年 

大刀洗町長
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年
、明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か

に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
町
政
全
般
に
わ
た
り
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
年
頭
に
当
た
り
ま
し
て
、
町
政
運
営
の
状

況
と
併
せ
、
新
年
の
抱
負
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
財
政
の
健
全
化
は
全
て
の
基
本
で
あ
り
ま
す

が
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
で
は
、
全
会
計
が
黒
字

と
な
り
、
財
政
の
弾
力
性
を
示
す
経
常
収
支
比
率
も

三
年
連
続
で
県
下
第
一
位
の
七
十
九
・
八
％
と
な
り

ま
し
た
。
財
政
の
健
全
性
は
保
た
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
、
自
主
財
源
の
確
保
な
ど
の
健
全
化

策
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　
昨
年
一
年
を
振
り
返
る
と
、
い
く
つ
か
明
る
い
話

題
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
７
月
に
今
村
天
主
堂
が
国
指
定
重
要
文
化

財
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
当
町
で
は
、
下
高
橋
官

衛
遺
跡
に
次
ぎ
２
つ
目
の
国
指
定
文
化
財
に
な
り
ま

す
。「
ま
ち
の
宝
」
で
あ
る
こ
の
教
会
を
、
未
来
に

向
け
て
し
っ
か
り
守
り
伝
え
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
２
つ
の
懸
案
事
項
に
解
決
の
道
筋
が
立

ち
ま
し
た
。
ま
ず
、
西
部
工
業
用
地
（
高
樋
）
に
つ

い
て
、
全
区
画
に
企
業
が
入
る
見
通
し
と
な
り
、
雇

用
や
税
収
増
に
繋
が
る
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
も
う
一
つ
は
、
国
道
３
２
２
号
線
の
バ
イ
パ
ス

整
備
に
つ
い
て
、
今
年
度
、
事
業
化
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
も
４
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
積
年
の
課

題
で
あ
り
、
今
後
、
工
事
着
手
に
向
け
県
と
協
議
を

進
め
て
参
り
ま
す
。

　
ま
た
、
将
来
に
向
け
た
取
組
も
い
く
つ
か
ス
タ
ー

ト
い
た
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
地
方
創
生
に
向
け
た
町

の
総
合
戦
略
、「
大
刀
洗『
よ
か
マ
チ
』創
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
昨
年
末
に
策
定
し
ま
し
た
。
人
口
問
題
の

克
服
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
将
来

に
わ
た
り
ま
ち
が
活
力
を
持
ち
続
け
る
た
め
の
指
針

と
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
わ
が
町
は
、
豊
か
な

生
活
・
子
育
て
環
境
や
交
通
の
利
便
性
を
活
か
し
、

特
に
若
い
世
代
の
移
住
促
進
に
注
力
し
て
き
ま
し

た
。
町
外
の
子
育
て
世
代
の
定
住
を
目
的
と
し
た
定

住
促
進
住
宅
に
つ
い
て
も
、
４
月
の
入
居
開
始
に
向

け
、
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
こ
れ
に
加

え
、
移
住
サ
ポ
ー
ト
の
充
実
や
、
農
商
工
業
の
潜
在

力
を
引
き
出
す
取
組
、
町
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
・

磨
き
・
発
信
す
る
戦
略
的
な
シ
テ
ィ
ー
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
（
地
域
の
売
り
込
み
、
知
名
度
や
ブ
ラ
ン
ド

力
の
向
上
、
住
民
の
愛
着
形
成
な
ど
）
な
ど
を
進
め

て
参
り
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
町
の
高
齢
化
率
は
二
十
五
％
、

独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
数
は
三
百
五
十
人
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
将
来

的
に
は
、
八
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
四
人
に
一

人
が
認
知
症
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と

え
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域

や
家
庭
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
最
後
ま
で
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
皆
で
支
え
あ
う
仕
組
み
を
地
域
に

作
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
、
こ

の
新
し
い
地
域
づ
く
り
が
、
今
一
番
の
課
題
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　
町
で
は
昨
年
、
周
辺
市
町
村
に
先
駆
け
全
行
政
区

で
の
地
域
懇
談
会
、
勉
強
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
を
実

施
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
強
化
に
向
け
た
協
議
体
を
設
置
し
、
具
体
的
な
取

組
を
進
め
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
全

力
を
尽
く
し
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
山
積
し
て

い
ま
す
が
、
自
立
の
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
、
ス
ピ
ー

ド
感
を
も
っ
て
町
政
運
営
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
末
尾
に
な
り
ま
す
が
、
町
民
の
皆
様
の
ご

多
幸
と
ご
健
勝
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
年
頭

の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。皆
様
方
に
は
、

よ
き
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
議

員
一
同
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　
昨
年
、
町
議
会
の
改
選
が
実
施
さ

れ
、
10
月
か
ら
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
残
念
で

し
た
の
は
、
投
票
率
が
61
％
で
あ
っ

た
こ
と
で
、
今
後
の
課
題
で
す
。

　
本
年
度
は
地
方
版
総
合
戦
略
策
定

の
年
で
あ
り
、
今
後
５
年
間
の
行
方

を
決
定
す
る
も
の
で
、
重
要
な
こ
と

で
す
。
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

本
町
の
資
源
（
人
口
・
土
地
・
環
境
・

集
落
）
等
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
調
査
し
、
基
本
問
題
で
あ
る
雇
用
の
場
を
ど
う

す
る
か
、
人
口
減
少
問
題
・
人
材
の
育
成
・
定
着
を
ど
う
す
る
か
等
を
考
え
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
全
・
安
心
に
暮
せ
る
よ
う
、
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
に
、
議
会
も
真
剣
に
取
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
達
議
会
も
、
平
成
23
年
よ
り
27
年
ま
で
、
議
会
改
革
並
び
に
住
民
皆
様
と

の
交
流
の
場
と
し
て
議
会
報
告
会
（
語
ろ
う
会
）
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後

は
更
に
住
民
の
皆
様
の
多
岐
に
わ
た
る
ご
意
見
を
聞
き
、
議
会
運
営
等
を
進
め

る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
地
域
や
各
種
団
体
等
の
輪
の
中
に
入
っ
て
意
見
交
換

会
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
本
年
も
引
き
続
き
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
皆
様
に
と
っ
て
一
年
間
が
よ
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
祈
り

申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方
に
は

よ
き
初
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
４
月
か
ら
改
正
「
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
に

伴
い
教
育
委
員
会
制
度
が
変
わ
り
ま

し
た
。

　
新
教
育
長
は
旧
教
育
委
員
長
に
代

わ
っ
て
教
育
委
員
会
を
代
表
す
る
と

と
も
に
事
務
を
統
括
す
る
二
つ
の
権

限
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
改
正
の
ね
ら
い
は
、
危
機
管
理
体

制
の
構
築
を
図
る
と
と
も
に
、
責
任

の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
本
町
で
は
旧
教
育
長
の
任
期
切
れ
翌
日
の
昨
年
12
月
23
日
か
ら
新
制
度

に
移
行
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、町
長
が
招
集
し
、教
育
委
員
と
共
に
構
成
さ
れ
る
「
総
合
教
育
会
議
」

に
お
い
て
、
町
の
総
合
的
な
教
育
施
策
で
あ
る
「
大
綱
」
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　
教
育
委
員
会
は
「
子
ど
も
課
」
と
「
生
涯
学
習
課
」
の
２
課
体
制
で
す
が
、

ま
ず
は
子
育
て
環
境
の
充
実
の
た
め
、
保
育
園
・
学
校
・
学
童
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、

人
的
・
物
的
の
両
面
か
ら
最
適
化
を
図
る
た
め
の
取
組
を
推
進
し
た
い
と
考
え

ま
す
。
子
育
て
支
援
に
対
す
る
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
、
図
書
館
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
併
せ
て
カ
フ
ェ
コ
ー
ナ
ー
も

新
設
さ
れ
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
集
い
楽
し
め
る
空
間
と
な
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
読
書
に
限
ら
ず
様
々
な
活
動
の
拠
点
と
な
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　
む
す
び
に
、
今
年
一
年
が
皆
様
に
と
り
、
健
や
か
で
安
寧
な
年
と
な
り
ま
す

よ
う
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

新

新年のご挨拶

大
刀
洗
町
議
会
議
長

　山
内

　

 

剛

新

新

大刀洗町議会

大刀洗町教育委員会

大
刀
洗
町
教
育
委
員
会
教
育
長

　倉
鍵 

君
明

平成28年 

大刀洗町長

安丸 国勝
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ふるさと納税の寄附金控除に関する4つのお知らせ

確定申告と町県民税の申告相談は
2月16日（火）から

　自己負担額の２千円を除いた全額が控除される限度額
である「ふるさと納税枠」について、平成27年１月１日以降、
町県民税所得割額の１割から２割に拡充されました。

◆ふるさと納税の寄附金控除額が
　拡充されました

　確定申告等を行わない給与所得者等が、ふるさと納税
に係る税控除を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワン
ストップ特例制度」（以下「ワンストップ特例」といいます。）
が創設されました。

◆ふるさと納税手続の簡素化
　（ワンストップ特例）

　本特例が適用される場合は、寄附を行った翌年度の個
人住民税（地方税）において、所得税控除分相当額（国税）
を含めて控除されます（確定申告を行った場合と同額が
控除されます）。ただし、確定申告を行う場合は、これま
でどおり所得税と個人住民税から税控除の適用を受ける
ことになります。
　ふるさと納税の概要、計算方法、モデルケース、手続
きについては、ふるさと納税ポータルサイト（総務省ホー
ムページ）をご参照ください。

日時　２月４日木 [ 大堰･本郷校区 ]午前９時～11 時
　　　　　　　　[ 大刀洗･菊池校区 ]午後１時～３時
※午前中の来場者数が多いときは、11 時より早い時間に受付を終
了することがあります。
会場　ぬくもりの館
対象　町内在住でパソコンができる方。ただし、不動産や株式等の

譲渡のある方、先物取引を行っている方は、申告期間中に久
留米税務署で申告してください。

※次年度以降は、申告期間前の「確定申告相談会」や「確定申告書等作成コーナー」は開催されませんので、
ご注意ください。
問久留米税務署　個人課税第一部門☎３２－４４６１
　大刀洗町税務課　☎77－0172
［作成コーナーの操作に関する問合せ］
e-TAX 作成コーナーヘルプデスク　☎0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自宅等のパソコンで申告書等を作成する
ことができ、印刷して添付書類と一緒に郵送で提出することができます。
　本年の会場においては、同ホームページを利用し、申告者ご自身が入力して作成を行っていただきます。
　例年、確定申告期間中の相談会場は大変混雑しますので、この機会にぜひパソコンでの申告をご利用ください。
＊当会場での確定申告相談は行っていません。

◆確定申告を行った場合と同額の
　税控除が受けられます

　これまで、所得税（国税）と個人住民税（地方税）の
税控除を受けるためには、寄附を行った先の団体が発行
した領収書を添付又は提示し、税務署へ確定申告する必
要がありました。ワンストップ特例では、寄附先の団体へ
申請することにより、確定申告をしなくても、税控除の適
用を受けることができます。この制度は平成27年４月１
日以降に行うふるさと納税で、次の２点に当てはまる方が
対象です。
・「所得税の確定申告」や「町県民税申告」をする必要
がない方
・寄附先が５団体以内の方

営業・農業などをしている方は｢収支計算｣を行ってください
・営業・農業などの事業収入、所得がある方は、｢収支内
訳書｣が必要となります。事前に作成しておいてください。
収支計算とは
・１年間の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を
算出する方法です。
　収入金額－必要経費＝所得金額
収支計算を行うには
・出荷伝票などの収入金額がわかる書類と、領収書など
の必要経費がわかる書類と日々の取引の記録（帳簿）が
必要になります。
その他
・農協と取り引きしている人で、農協が作成する共撰販売
代金と購買代金年間明細書（別途手数料が必要）があ
れば、収支計算をより簡単に行うことができます。
・田や農業倉庫等の固定資産税は必要経費となりますが、
内訳が必要です。４月に送付した固定資産課税明細書
でご確認ください。紛失した場合は、役場で発行できる
名寄帳または公課証明（別途手数料が必要）で内訳を
確認してください。
・営業の収支計算については、久留米税務署（個人課税
第１部門☎３２―４４６１）または税務課課税係にお問合
せください。

ご注意とお願い
・収支内訳書を作成せずに申告相談に出向かれると、最初
から作成しなければならず、大変長時間となったり、書類
の不足があった場合等、自宅等に取りに帰っていただくこ
とがあります。このようなことがないよう、事前の準備と
作成をお願いします。

確定申告書等の作成は便利な国税庁ホームページで
　パソコンを使用して確定申告書や収支内訳書を作成、印刷、
保存することができます。税務署に出向かずに作成できます
ので、ぜひご活用ください。
国税庁 　　http://www.nta.go.jp
確定申告書等作成コーナー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
kakutei.htm

･米や野菜等を販売で得た代金
･雑収入（農業関連補助金や農作
業の委託料等）

･種苗、肥料、農薬、農具、作
業用衣類等
･小作料等の農地借地料
･農業用として使用した光熱水費、
減価償却資産
･農業共済掛金、土地改良費、
農作業委託料等

出荷伝票、納
品書（控え）等

請求書、納品
書、領収書等

収入金額
となるもの

必要経費
となるもの

　今年も町 ･ 県民税の申告時期になりました。申告書の提出
が遅れると納税通知書や、課税証明書等の発行が遅れる場
合がありますので、必ず期限内に申告をしてください。申告
相談の日程や詳細は、２月号でお知らせします。

　大刀洗町では、㈱さとふ
ると提携し、特産品PR、
特産品（お礼品）の充実・利
便性の強化をはかっていま
す。ふるさと納税のコンビ
ニ決済や、カード決済が可能です。今後もより多く
の方に納税していただけるよう、PRを行っていきます。

◆税控除を受けるための確定申告が
　不要になります

※株式会社さとふるは、地方自治法施行令第158条に基
づく大刀洗町のふるさと納税におけるインターネットによ
る申し込みと寄附金収納に関する事務受託者です。
　http://www.satofull.jp/town-tachiarai-fukuoka/

「確定申告等作成コーナー（久留米税務署主催）」を開設します
自分で
作る

①収入・経費などの書類保管・記録
②収支計算を行う
③収支内訳書の作成
④確定申告書の作成
⑤税務署または町へ提出

確定申告までおおまかな流れ

主なもの書類
【準備する書類（農業所得の場合）】

HP

税 務 課 か ら の お し ら せ

今から準備しておくこと

　
固
定
資
産
税(

土
地･

家
屋
等)

は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
を
賦
課
期
日
と

し
、
そ
の
年
の
４
月
以
降
、
所
有
者

に
課
税
し
て
い
ま
す
。 

　
適
正
な
課
税
を
行
う
た
め
に
、
次

に
該
当
す
る
方
は
早
め
の
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
の
基
と
な
る
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
に
、
職
員
が
伺
っ

て
家
屋
評
価
を
い
た
し
ま
す
。
評
価

の
た
め
の
日
程
調
整
を
い
た
し
ま
す

の
で
、
役
場
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
取
り
壊
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て

は
、
来
年
度
の
課
税
か
ら
削
除
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
登
記
済
み
家
屋
を
取
り
壊

さ
れ
て
、
本
年
中
に
法
務
局
で
滅
失

登
記
の
手
続
き
を
し
た
方
は
、
届
出

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
所
有
者
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
税
務
課 

課
税
係

内
線
１
４
２
・
１
４
３

新
築･

増
築･

取
り
壊
し
た
時

は
届
出
が
必
要
で
す

新
築
・
増
築
を
し
た
と
き

家
屋
の
一
部
や
全
部
を

取
り
壊
し
た
と
き

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を

変
更
し
た
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ふるさと納税の寄附金控除に関する4つのお知らせ

確定申告と町県民税の申告相談は
2月16日（火）から

　自己負担額の２千円を除いた全額が控除される限度額
である「ふるさと納税枠」について、平成27年１月１日以降、
町県民税所得割額の１割から２割に拡充されました。

◆ふるさと納税の寄附金控除額が
　拡充されました

　確定申告等を行わない給与所得者等が、ふるさと納税
に係る税控除を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワン
ストップ特例制度」（以下「ワンストップ特例」といいます。）
が創設されました。

◆ふるさと納税手続の簡素化
　（ワンストップ特例）

　本特例が適用される場合は、寄附を行った翌年度の個
人住民税（地方税）において、所得税控除分相当額（国税）
を含めて控除されます（確定申告を行った場合と同額が
控除されます）。ただし、確定申告を行う場合は、これま
でどおり所得税と個人住民税から税控除の適用を受ける
ことになります。
　ふるさと納税の概要、計算方法、モデルケース、手続
きについては、ふるさと納税ポータルサイト（総務省ホー
ムページ）をご参照ください。

日時　２月４日木 [ 大堰･本郷校区 ]午前９時～11 時
　　　　　　　　[ 大刀洗･菊池校区 ]午後１時～３時
※午前中の来場者数が多いときは、11 時より早い時間に受付を終
了することがあります。
会場　ぬくもりの館
対象　町内在住でパソコンができる方。ただし、不動産や株式等の

譲渡のある方、先物取引を行っている方は、申告期間中に久
留米税務署で申告してください。

※次年度以降は、申告期間前の「確定申告相談会」や「確定申告書等作成コーナー」は開催されませんので、
ご注意ください。
問久留米税務署　個人課税第一部門☎３２－４４６１
　大刀洗町税務課　☎77－0172
［作成コーナーの操作に関する問合せ］
e-TAX 作成コーナーヘルプデスク　☎0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自宅等のパソコンで申告書等を作成する
ことができ、印刷して添付書類と一緒に郵送で提出することができます。
　本年の会場においては、同ホームページを利用し、申告者ご自身が入力して作成を行っていただきます。
　例年、確定申告期間中の相談会場は大変混雑しますので、この機会にぜひパソコンでの申告をご利用ください。
＊当会場での確定申告相談は行っていません。

◆確定申告を行った場合と同額の
　税控除が受けられます

　これまで、所得税（国税）と個人住民税（地方税）の
税控除を受けるためには、寄附を行った先の団体が発行
した領収書を添付又は提示し、税務署へ確定申告する必
要がありました。ワンストップ特例では、寄附先の団体へ
申請することにより、確定申告をしなくても、税控除の適
用を受けることができます。この制度は平成27年４月１
日以降に行うふるさと納税で、次の２点に当てはまる方が
対象です。
・「所得税の確定申告」や「町県民税申告」をする必要
がない方
・寄附先が５団体以内の方

営業・農業などをしている方は｢収支計算｣を行ってください
・営業・農業などの事業収入、所得がある方は、｢収支内
訳書｣が必要となります。事前に作成しておいてください。
収支計算とは
・１年間の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を
算出する方法です。
　収入金額－必要経費＝所得金額
収支計算を行うには
・出荷伝票などの収入金額がわかる書類と、領収書など
の必要経費がわかる書類と日々の取引の記録（帳簿）が
必要になります。
その他
・農協と取り引きしている人で、農協が作成する共撰販売
代金と購買代金年間明細書（別途手数料が必要）があ
れば、収支計算をより簡単に行うことができます。
・田や農業倉庫等の固定資産税は必要経費となりますが、
内訳が必要です。４月に送付した固定資産課税明細書
でご確認ください。紛失した場合は、役場で発行できる
名寄帳または公課証明（別途手数料が必要）で内訳を
確認してください。
・営業の収支計算については、久留米税務署（個人課税
第１部門☎３２―４４６１）または税務課課税係にお問合
せください。

ご注意とお願い
・収支内訳書を作成せずに申告相談に出向かれると、最初
から作成しなければならず、大変長時間となったり、書類
の不足があった場合等、自宅等に取りに帰っていただくこ
とがあります。このようなことがないよう、事前の準備と
作成をお願いします。

確定申告書等の作成は便利な国税庁ホームページで
　パソコンを使用して確定申告書や収支内訳書を作成、印刷、
保存することができます。税務署に出向かずに作成できます
ので、ぜひご活用ください。
国税庁 　　http://www.nta.go.jp
確定申告書等作成コーナー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
kakutei.htm

･米や野菜等を販売で得た代金
･雑収入（農業関連補助金や農作
業の委託料等）

･種苗、肥料、農薬、農具、作
業用衣類等
･小作料等の農地借地料
･農業用として使用した光熱水費、
減価償却資産
･農業共済掛金、土地改良費、
農作業委託料等

出荷伝票、納
品書（控え）等

請求書、納品
書、領収書等

収入金額
となるもの

必要経費
となるもの

　今年も町 ･ 県民税の申告時期になりました。申告書の提出
が遅れると納税通知書や、課税証明書等の発行が遅れる場
合がありますので、必ず期限内に申告をしてください。申告
相談の日程や詳細は、２月号でお知らせします。

　大刀洗町では、㈱さとふ
ると提携し、特産品PR、
特産品（お礼品）の充実・利
便性の強化をはかっていま
す。ふるさと納税のコンビ
ニ決済や、カード決済が可能です。今後もより多く
の方に納税していただけるよう、PRを行っていきます。

◆税控除を受けるための確定申告が
　不要になります

※株式会社さとふるは、地方自治法施行令第158条に基
づく大刀洗町のふるさと納税におけるインターネットによ
る申し込みと寄附金収納に関する事務受託者です。
　http://www.satofull.jp/town-tachiarai-fukuoka/

「確定申告等作成コーナー（久留米税務署主催）」を開設します
自分で
作る

①収入・経費などの書類保管・記録
②収支計算を行う
③収支内訳書の作成
④確定申告書の作成
⑤税務署または町へ提出

確定申告までおおまかな流れ

主なもの書類
【準備する書類（農業所得の場合）】

HP

税 務 課 か ら の お し ら せ

今から準備しておくこと
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を
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軽自動車税の税額が変わります

※入場券裏面の「宣誓書」を記入してご持参いただくと、受付がスムーズに済みます。

　平成27年4月1日から平成28年３月31日までに新車新
規登録をした軽四輪自動車等のうち、排出ガス性能と燃費
性能の優れたものについて、平成28年度のみ、グリーン化
特例（軽課）により軽自動車税が軽減されます。※自動車検
査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要
です。
【対象】上記期間に新規検査を受けた車両（軽自動車）で
次の（ア）～（ウ）のいずれかにあてはまるもの
ア電気自動車および天然ガス自動車（平成21年排出ガス
規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。）
イ平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出
ガス基準値より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
のうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準値より
20％以上燃費性能の良いもの、貨物用のものについては平
成27年度燃費基準値より35％以上燃費性能良いもの。

ウ平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出
ガス基準値より75％以上の窒素酸化物の排出量が少ない
もののうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準

○病気等で入院されている方、施設等に入所されている方は、施設で不在者投票をすることができ
る場合がありますので、入院もしくは入所されている施設の方にお尋ねください。
　 （投票できるのは、指定された施設に限ります。）
○出張、学業等で他市区町村に滞在中の方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすること
ができる制度がありますので、選挙管理委員会へお尋ねください。

※これらの不在者投票は、投票に日数を要しますので早めに手続きをお願いします。
　該当される方は、できるだけ早く選挙管理委員会までご連絡ください。

　仕事、冠婚葬祭、旅行など何らかの用事により、投票日（１月１７日）に投票所へ行くことができない人は、
次の要領で期日前投票・不在者投票をすることができます。

期　　　間　１月１３日水～１月１６日土　　　時　　　間　午前８時３０分～午後８時
場　　　所　ぬくもりの館大刀洗（大刀洗町役場東側）ＡＢ会議室
必要なもの　投票所入場券（未着の場合は本人であることが証明できるもの）

時　　　間　午前７時～午後８時　　　必要なもの　投票所入場券（ハガキ）

冨多・菅野・高食・床島・鳥飼・西原・守部

東本郷･南本郷･西本郷･甲条･春日･西栄田･栄田･稲数

中川・高樋・上高橋・今・鵜木・下高橋

山隈・西大刀洗・北鵜木・北山隈

憩いの園大堰交流センター

ふれあいセンター

南部コミュニティーセンター

就業改善センター

　税制改正に伴い、四輪以上および三輪の軽自動車の税額
が一部変わります。最初（新車）の新規検査を受けた時期
により、適用される税額が異なります。※最初（新車）の新
規検査を受けた時期は、自動車検査証（車検証）の「初度
検査年月」でご確認ください。

※１地球環境を保護する観点から、最初（新車）の新規検
査から13年を経過した、環境負荷の大きい四輪以上およ
び三輪の車両は、重課が適用されます。ただし、電気、
天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッドおよび被けん
引車の各車両は対象外です。
※２新税額が適用されます。ただし、平成27年4月1日以
降に最初（新車）の新規検査を受けた車両のうち、環境
性能の優れたものについて、税額を軽減する特例措置（グ
リーン化特例（軽課））を適用します。

　税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税
負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、軽
自動車税の標準税率の引き上げが行われました。

税 務 課 か ら の お し ら せ

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

3,600円

6,000円

2,400円

5,900円

1,000円

1,200円

1,600円

2,500円

2,400円

4,000円

1,600円

4,700円

農耕作業用
（コンバイン等）

その他
（フォークリフト等）

軽2輪車（125cc 超～250cc 以下）

小型2輪車（250cc 超）

車種区分

税額（年額）

平成
28年度

平成
27年度

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

営業用

自家用

営業用

自家用

乗用

貨物

車種区分

３輪 2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円

50cc 以下（白ナンバー）

50cc 超～ 90cc 以下
（黄ナンバー）

90cc 超～125cc 以下
（桃色ナンバー）

ミニカー
（水色ナンバー）

小型特殊自動車

原動機付
自転車

①原動機付自転車･２輪車は
　平成28年度から新税率が適用

③軽四輪車等に係るグリーン化特例

②平成28年度の軽四輪車等（三輪以上）の税率

1,000円

1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

（ア）
税額を概ね
75％軽減

（ウ）
税額を概ね
25％軽減

４
輪
以
上

（イ）
税額を概ね
50％軽減

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

営業用

自家用

営業用

自家用

乗用

貨物

車種区分

最初（新車）の新規検査を受けた時期

３輪 3,100円

5,500円

7,200円

3,000円

4,000円

4,600円

8,200円

12,900円

4,500円

6,000円

４
輪
以
上

を満たすもの、貨物用のものについては　平成27年度燃
費基準値より15％以上燃費性能の良いもの。

新税額※２平成27年度
と同じ額

重課税率　
※１

平成27年4
月1日から
平成28年4
月1日まで

平成15年1
月1日から
平成27年3
月31日まで

平成14年
以前

問い合わせ先：大刀洗町選挙管理委員会　☎77-0171　FAX 77-3063

対象行政区会　　場№

第１

第２

第３

第４

大刀洗町長選挙です
1月17日日は あなたの1票が、

大刀洗の未来をつくる

○年齢が満２０歳以上の人（平成８年１月１８日までに生まれた人）
○大刀洗町に転入の届出をした日から引き続き３か月以上大刀洗町の住民基本
台帳に記録されている人（平成２７年１０月１１日までに転入の届出をした人）

○平成２８年１月１７日現在大刀洗町に住所を有している人

投票できる人

期日前投票・不在者投票

投票場所
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軽自動車税の税額が変わります

※入場券裏面の「宣誓書」を記入してご持参いただくと、受付がスムーズに済みます。

　平成27年4月1日から平成28年３月31日までに新車新
規登録をした軽四輪自動車等のうち、排出ガス性能と燃費
性能の優れたものについて、平成28年度のみ、グリーン化
特例（軽課）により軽自動車税が軽減されます。※自動車検
査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要
です。
【対象】上記期間に新規検査を受けた車両（軽自動車）で
次の（ア）～（ウ）のいずれかにあてはまるもの
ア電気自動車および天然ガス自動車（平成21年排出ガス
規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。）
イ平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出
ガス基準値より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
のうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準値より
20％以上燃費性能の良いもの、貨物用のものについては平
成27年度燃費基準値より35％以上燃費性能良いもの。

ウ平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出
ガス基準値より75％以上の窒素酸化物の排出量が少ない
もののうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準

○病気等で入院されている方、施設等に入所されている方は、施設で不在者投票をすることができ
る場合がありますので、入院もしくは入所されている施設の方にお尋ねください。
　 （投票できるのは、指定された施設に限ります。）
○出張、学業等で他市区町村に滞在中の方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすること
ができる制度がありますので、選挙管理委員会へお尋ねください。

※これらの不在者投票は、投票に日数を要しますので早めに手続きをお願いします。
　該当される方は、できるだけ早く選挙管理委員会までご連絡ください。

　仕事、冠婚葬祭、旅行など何らかの用事により、投票日（１月１７日）に投票所へ行くことができない人は、
次の要領で期日前投票・不在者投票をすることができます。

期　　　間　１月１３日水～１月１６日土　　　時　　　間　午前８時３０分～午後８時
場　　　所　ぬくもりの館大刀洗（大刀洗町役場東側）ＡＢ会議室
必要なもの　投票所入場券（未着の場合は本人であることが証明できるもの）

時　　　間　午前７時～午後８時　　　必要なもの　投票所入場券（ハガキ）

冨多・菅野・高食・床島・鳥飼・西原・守部

東本郷･南本郷･西本郷･甲条･春日･西栄田･栄田･稲数

中川・高樋・上高橋・今・鵜木・下高橋

山隈・西大刀洗・北鵜木・北山隈

憩いの園大堰交流センター

ふれあいセンター

南部コミュニティーセンター

就業改善センター

　税制改正に伴い、四輪以上および三輪の軽自動車の税額
が一部変わります。最初（新車）の新規検査を受けた時期
により、適用される税額が異なります。※最初（新車）の新
規検査を受けた時期は、自動車検査証（車検証）の「初度
検査年月」でご確認ください。

※１地球環境を保護する観点から、最初（新車）の新規検
査から13年を経過した、環境負荷の大きい四輪以上およ
び三輪の車両は、重課が適用されます。ただし、電気、
天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッドおよび被けん
引車の各車両は対象外です。
※２新税額が適用されます。ただし、平成27年4月1日以
降に最初（新車）の新規検査を受けた車両のうち、環境
性能の優れたものについて、税額を軽減する特例措置（グ
リーン化特例（軽課））を適用します。

　税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税
負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、軽
自動車税の標準税率の引き上げが行われました。

税 務 課 か ら の お し ら せ

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

3,600円

6,000円

2,400円

5,900円

1,000円

1,200円

1,600円

2,500円

2,400円

4,000円

1,600円

4,700円

農耕作業用
（コンバイン等）

その他
（フォークリフト等）

軽2輪車（125cc 超～250cc 以下）

小型2輪車（250cc 超）

車種区分

税額（年額）

平成
28年度

平成
27年度

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

営業用

自家用

営業用

自家用

乗用

貨物

車種区分

３輪 2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円

50cc 以下（白ナンバー）

50cc 超～ 90cc 以下
（黄ナンバー）

90cc 超～125cc 以下
（桃色ナンバー）

ミニカー
（水色ナンバー）

小型特殊自動車

原動機付
自転車

①原動機付自転車･２輪車は
　平成28年度から新税率が適用

③軽四輪車等に係るグリーン化特例

②平成28年度の軽四輪車等（三輪以上）の税率

1,000円

1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

（ア）
税額を概ね
75％軽減

（ウ）
税額を概ね
25％軽減

４
輪
以
上

（イ）
税額を概ね
50％軽減

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

営業用

自家用

営業用

自家用

乗用

貨物

車種区分

最初（新車）の新規検査を受けた時期

３輪 3,100円

5,500円

7,200円

3,000円

4,000円

4,600円

8,200円

12,900円

4,500円

6,000円

４
輪
以
上

を満たすもの、貨物用のものについては　平成27年度燃
費基準値より15％以上燃費性能の良いもの。

新税額※２平成27年度
と同じ額

重課税率　
※１

平成27年4
月1日から
平成28年4
月1日まで

平成15年1
月1日から
平成27年3
月31日まで

平成14年
以前

問い合わせ先：大刀洗町選挙管理委員会　☎77-0171　FAX 77-3063

対象行政区会　　場№

第１

第２

第３

第４

大刀洗町長選挙です
1月17日日は あなたの1票が、

大刀洗の未来をつくる

○年齢が満２０歳以上の人（平成８年１月１８日までに生まれた人）
○大刀洗町に転入の届出をした日から引き続き３か月以上大刀洗町の住民基本
台帳に記録されている人（平成２７年１０月１１日までに転入の届出をした人）
○平成２８年１月１７日現在大刀洗町に住所を有している人

投票できる人

期日前投票・不在者投票

投票場所
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◆歳出（目的別）　　（　　）内は町民一人あたり内訳

町債、借入金の元金利子返済

※平成27年3月末現在の住民基本台帳人口15,511人で算定

公債費

◆歳入

歳 入
60億8,994万円

地方譲与税
6,498万円
1.1%

その他②
3,899万円
0.5%

地方消費税交付金
1億5,726万円

2.6%
町債

4億6,693万円
7.7%

県支出金
4億7,874万円

7.9%

国庫支出金
7億1,550万円
11.7%

地方交付税
19億7,942万円

32.5%

依存財源
39億182万円
64.1%

町税
14億6,747万円

24.1%

自主財源
21億8,812万円

35.9%

繰越金
4億3,036万円

7.1%

その他①
5,191万円

0.9%

使用料及手数料
7,184万円

1.2％

分担金及負担金
1億915万円

1.8%

諸収入
5,739万円

0.9%

◆歳出（性質別）

補助費等
6億5,354万円
11.5%

その他
8,241万円
1.5%

物件費
6億7,707万円
11.9%

繰出金
9億5,496万円
16.8%

扶助費
12億1,348万円

21.4%

公債費
4億3,644万円

7.7%

人件費
8億9,738万円
15.8%

その他
23億6,798万円

41.7%

義務的経費
 25億4,730万円

 44.9%

投資的経費
 7億5,921万円

13.4%
普通建設事業費
7億5,919万円
13.4%災害復旧事業費

2万円　0.0％

その他の内訳
積立金
維持補修費
投資及出資金

7,253万円
818万円
170万円

歳 出
56億7,449万円

平成26年度決算報告

総額は、歳入 88億5,558万円
歳出 83億1,829万円でした。

一般会計　　　　　　　 　 　
特別会計
　　　　　国民健康保険　　　　　　
　　　　　後期高齢者医療　　 　　  
　　　　　診療所
　　　　　土地取得
　　　　　下水道

【内訳】
3億9,176万円
1億2,184万円
1億24万円
507万円
940万円
419万円
293万円

60億8,994万円
27億6,564万円
18億4,605万円
1億8,353万円
　1,235万円
424万円

7億1,946万円

56億7,449万円
26億4,380万円
17億4,581万円
1億7,847万円

294万円
5万円

7億1,653万円

歳入 歳出 実質収支

その他②の内訳
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
交通安全対策交付金

300万円
958万円
536万円
1,028万円
815万円
263万円

その他①の内訳
財産収入
寄附金

4,175万円
 1,016万円

町税の内訳
町民税（個人）
町民税（法人）
固定資産税等
軽自動車税
たばこ税

5億3,098万円
6,546万円

6億9,078万円
4,077万円

1億3,948万円

ま ち の 家 計 簿

◆
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、固
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等
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に
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金
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入
金
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積
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金
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入
れ
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金

・
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時
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政
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　地
方
交
付

税
の
減
少
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に
よ
る
歳
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足

を
補
う
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に
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行
を
認
め
ら

れ
た
町
債

◆
歳

　出

・
人
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費

　非
常
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勤
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会
保
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料
等

・
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　町
債
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済
に

か
か
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費
用

・
扶
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費

　社
会
保
障
制
度
の
一

環
で
、生
活
を
維
持
す
る
た
め
に

支
出
す
る
経
費
。児
童
手
当
、障

害
者
自
立
支
援
費
、各
種
医
療
給

付
費
等

・
普
通
建
設
事
業
費

　道
路
、橋
り
ょ

う
、学
校
等
の
新
増
設
事
業
費
等

・
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旧
事
業
費

　自
然
災
害

被
害
の
復
旧
に
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す
る
経
費

・
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件
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　光
熱
水
費
や
物
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購

入
、委
託
料
等
の
消
費
的
な
経
費

・
補
助
費
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　各
種
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補
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金
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員
等
の
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合
に
基

づ
き
負
担
す
る
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金
等

・
繰
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金

　特
別
会
計
に
対
し
て

繰
出
す
お
金

一般会計決算の推移 （歳入） （歳出）性質別

用
語
解
説

町債（借金）残高の推移基金（貯金）残高の推移

町の一般会計決算（歳入）を
年収400万円の世帯にたとえると・・・

預金残高（基金）　217万8,634円 借金残高（町債）　330万6,323円

96万3,864円

28万2,670円

11万8,878円

2万6,909円

6,673円

0円

3万7,698円

225万6,618円

30万6,690円

400万円

給料（町税）

前年度より繰越
（繰越金）
不動産収入
（負担金・使用料・手数料）

財産売却（財産収入）

賞金、配当金（寄附金）

預金より引出し（繰入金）

その他収入（諸収入）

実家からの援助金
（交付税・交付金・国県支出金）

銀行等から借入（町債）

合計

収入
79万7,040円

58万9,415円

28万6,663円

62万7,240円

44万4,713円

43万372円

4万7,639円

50万4,025円

14円

372万7,121円

支出
医療費、養育費など（扶助費）

食費（人件費）

借金の返済（公債費）

親類への援助金（繰出金）

光熱水費、物品購入など
（物件費）
自治会費、文化活動費など
（負担金・補助金・出資金）

貯金（積立金）

自宅修繕、車購入など
（維持補修・建設事業費）
その他の費用
（災害復旧事業費等）

合計

56.7

60.1

58.6

54.5

57.6

104.9

106.5

106.8

110.5

115.3

119.5

125.9

131.9

136.7

60.9

64.4

60.2

60.9

64.5

33.2 54.5

57.1

59.8

62.3

64.8

67.1

69.5

71.6

72.9

12.0 21.2 27.6 22.8

22.8

21.8

24.6

28.8

33.7

39.6

44.7

49.7

26.5

25.1

23.5

21.6

18.6

16.6

15.4

13.9

21.1

21.1

21.0

21.0

20.9

20.2

20.1

20.3

11.3

10.3

9.6

8.6

7.3

7.3

6.2

6.4

32.4

31.4

30.6

29.6

28.2

27.5

26.3

26.7

その他（災害復旧費）2万円（1円）

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

H26

H25

H24

H23

H22

H21

H20

H19

H18

社会・児童福祉、医療など

民生費
行政運営、選挙、統計など

総務費
道路、公園の整備･管理など

土木費
教育、スポーツ振興など

教育費
保健衛生、ごみ処理など

衛生費

農業振興、農地整備など

農林水産業費
消防・防災など

消防費

20億4,943万円
（132,127円）

4億3,644万円
（28,137円）

2億9,712万円
（19,156円）

1億8,840万円
（12,146円）

議会運営

議会費

8,077万円
（5,207円）

商工業振興、観光など

商工費

3,523万円
（2,271円）

7億9,856万円
（51,483円）

7億5,775万円
（48,853円）

5億8,800万円
（37,909円）

4億4,277万円
（28,546円）
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◆歳出（目的別）　　（　　）内は町民一人あたり内訳

町債、借入金の元金利子返済

※平成27年3月末現在の住民基本台帳人口15,511人で算定

公債費

◆歳入

歳 入
60億8,994万円

地方譲与税
6,498万円
1.1%

その他②
3,899万円
0.5%

地方消費税交付金
1億5,726万円

2.6%
町債

4億6,693万円
7.7%

県支出金
4億7,874万円

7.9%

国庫支出金
7億1,550万円
11.7%

地方交付税
19億7,942万円

32.5%

依存財源
39億182万円
64.1%

町税
14億6,747万円

24.1%

自主財源
21億8,812万円

35.9%

繰越金
4億3,036万円

7.1%

その他①
5,191万円

0.9%

使用料及手数料
7,184万円

1.2％

分担金及負担金
1億915万円

1.8%

諸収入
5,739万円

0.9%

◆歳出（性質別）

補助費等
6億5,354万円
11.5%

その他
8,241万円
1.5%

物件費
6億7,707万円
11.9%

繰出金
9億5,496万円
16.8%

扶助費
12億1,348万円

21.4%

公債費
4億3,644万円

7.7%

人件費
8億9,738万円
15.8%

その他
23億6,798万円

41.7%

義務的経費
 25億4,730万円

 44.9%

投資的経費
 7億5,921万円

13.4%
普通建設事業費
7億5,919万円
13.4%災害復旧事業費

2万円　0.0％

その他の内訳
積立金
維持補修費
投資及出資金

7,253万円
818万円
170万円

歳 出
56億7,449万円

平成26年度決算報告

総額は、歳入 88億5,558万円
歳出 83億1,829万円でした。

一般会計　　　　　　　 　 　
特別会計
　　　　　国民健康保険　　　　　　
　　　　　後期高齢者医療　　 　　  
　　　　　診療所
　　　　　土地取得
　　　　　下水道

【内訳】
3億9,176万円
1億2,184万円
1億24万円
507万円
940万円
419万円
293万円

60億8,994万円
27億6,564万円
18億4,605万円
1億8,353万円
　1,235万円
424万円

7億1,946万円

56億7,449万円
26億4,380万円
17億4,581万円
1億7,847万円

294万円
5万円

7億1,653万円

歳入 歳出 実質収支

その他②の内訳
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
交通安全対策交付金

300万円
958万円
536万円
1,028万円
815万円
263万円

その他①の内訳
財産収入
寄附金

4,175万円
 1,016万円

町税の内訳
町民税（個人）
町民税（法人）
固定資産税等
軽自動車税
たばこ税

5億3,098万円
6,546万円

6億9,078万円
4,077万円

1億3,948万円

ま ち の 家 計 簿
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歳

　出

・
人
件
費

　非
常
勤
職
員
報
酬
、常

勤
職
員
給
与
、社
会
保
険
料
等

・
公
債
費

　町
債
の
元
利
返
済
に

か
か
る
費
用

・
扶
助
費

　社
会
保
障
制
度
の
一

環
で
、生
活
を
維
持
す
る
た
め
に

支
出
す
る
経
費
。児
童
手
当
、障

害
者
自
立
支
援
費
、各
種
医
療
給

付
費
等

・
普
通
建
設
事
業
費

　道
路
、橋
り
ょ

う
、学
校
等
の
新
増
設
事
業
費
等

・
災
害
復
旧
事
業
費

　自
然
災
害

被
害
の
復
旧
に
要
す
る
経
費

・
物
件
費

　光
熱
水
費
や
物
品
購

入
、委
託
料
等
の
消
費
的
な
経
費

・
補
助
費
等

　各
種
団
体
等
へ
の

補
助
金
、構
成
員
等
の
割
合
に
基

づ
き
負
担
す
る
負
担
金
等

・
繰
出
金

　特
別
会
計
に
対
し
て

繰
出
す
お
金

一般会計決算の推移 （歳入） （歳出）性質別

用
語
解
説

町債（借金）残高の推移基金（貯金）残高の推移

町の一般会計決算（歳入）を
年収400万円の世帯にたとえると・・・

預金残高（基金）　217万8,634円 借金残高（町債）　330万6,323円

96万3,864円

28万2,670円

11万8,878円

2万6,909円

6,673円

0円

3万7,698円

225万6,618円

30万6,690円

400万円

給料（町税）

前年度より繰越
（繰越金）
不動産収入
（負担金・使用料・手数料）

財産売却（財産収入）

賞金、配当金（寄附金）

預金より引出し（繰入金）

その他収入（諸収入）

実家からの援助金
（交付税・交付金・国県支出金）

銀行等から借入（町債）

合計

収入
79万7,040円

58万9,415円

28万6,663円

62万7,240円

44万4,713円

43万372円

4万7,639円

50万4,025円

14円

372万7,121円

支出
医療費、養育費など（扶助費）

食費（人件費）

借金の返済（公債費）

親類への援助金（繰出金）

光熱水費、物品購入など
（物件費）
自治会費、文化活動費など
（負担金・補助金・出資金）

貯金（積立金）

自宅修繕、車購入など
（維持補修・建設事業費）
その他の費用
（災害復旧事業費等）

合計

56.7

60.1

58.6

54.5

57.6

104.9

106.5

106.8

110.5

115.3

119.5

125.9

131.9

136.7

60.9

64.4

60.2

60.9

64.5

33.2 54.5

57.1

59.8

62.3

64.8

67.1

69.5

71.6

72.9

12.0 21.2 27.6 22.8

22.8

21.8

24.6

28.8

33.7

39.6

44.7

49.7

26.5

25.1

23.5

21.6

18.6

16.6

15.4

13.9

21.1

21.1

21.0

21.0

20.9

20.2

20.1

20.3

11.3

10.3

9.6

8.6

7.3

7.3

6.2

6.4

32.4

31.4

30.6

29.6

28.2

27.5

26.3

26.7

その他（災害復旧費）2万円（1円）

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

H26

H25

H24

H23

H22

H21

H20

H19

H18

社会・児童福祉、医療など

民生費
行政運営、選挙、統計など

総務費
道路、公園の整備･管理など

土木費
教育、スポーツ振興など

教育費
保健衛生、ごみ処理など

衛生費

農業振興、農地整備など

農林水産業費
消防・防災など

消防費

20億4,943万円
（132,127円）

4億3,644万円
（28,137円）

2億9,712万円
（19,156円）

1億8,840万円
（12,146円）

議会運営

議会費

8,077万円
（5,207円）

商工業振興、観光など

商工費

3,523万円
（2,271円）

7億9,856万円
（51,483円）

7億5,775万円
（48,853円）

5億8,800万円
（37,909円）

4億4,277万円
（28,546円）
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平成26年度の主な事業と決算額（単位：万円）

○河川水質及び公害等調査事業　
○交通安全対策事業
○消防団本部分団設置事業（詰所建設）

○住宅改修補助事業
○町営住宅長寿命化計画策定事業
○町道猪本高食線外16路線舗装修繕事業　
○通学路対策事業
　

○健康体操教室介護予防事業
○障害者福祉計画等策定事業
○子ども・子育て支援事業計画策定事業
○乳幼児医療費給付事業

○特別支援教育総合推進事業
○子ども支援推進事業
○キリシタン関係資料整理事業
○武道場屋根外壁改修事業

○農業用施設改修等事業
○商工会プレミアム付商品券発行補助事業
○雇用対策事業

○校区センター活動活性化支援事業（地域おこし協力隊等）
○さくら市場事業

○地方公会計整備促進事業（固定資産台帳整備）
○町公式ホームページ刷新事業
○定住促進事業

25
430
1,508

236
190

1億1,440
2,530

695
40
204
4,249

1,548
1,571
50

4,709

7,419
　　　509

1,686

516
207

572
486

　　　397

▲②橋りょう長寿命化事業　　　　3,046万円

▲⑥地域ブランド力向上、特産品PR、海外対策事業
　　　485万円

▲⑦住民参加型政策提言事業（住民協議会）
　366万円

①心豊かな未来を拓くまちづくり（環境、防災、防犯等）

②自然を愛する住みよい生活空間のまちづくり（道路、公園、住宅等）

③健康で安心して暮らせる明るいまちづくり（保健福祉、子育て等）

⑤農業と商工業が調和した活力あるまちづくり（農業、商工業等）

⑥地域力を発信するまちづくり（広域連携、地域づくり等）

⑦自立可能な町政への転換（協働、行財政運営等）

▲①庁舎耐震改修等事業　　　 1億9,304万円

④個性と潤いのある文化のまちづくり（教育、スポーツ等）
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空家の適切な管理について（vol.2）

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「空家特措法」といいます。）により、平成27年3月以降、
空家が危険な状態であり、措置が必要と認められた場合、市町村より特定空家等と判断され、所有者・
管理者に対して以下の措置がとられることとなります。

放置された空家等が倒壊等のおそれがある場合は、所有者等に対し、必
要な措置をとるよう助言・指導いたします。

Vol.3（来月号）に続く

①助言・指導

所有者等が、助言・指導に対し従わず空家の状態が改善されないと認められる場合は、相当の
猶予期間を付けて、必要な措置をとるよう勧告します。
※空家特措法に基づく勧告の対象となった特定空家等に係る土地は、 固定資産税の住宅用地特
例の対象から除外されます。

②勧告

勧告に係る措置をとらず、市町村が特に措置を必要と認める場合は、相当の猶予期
間を付けて命令します。

③命令

所有者等が、命令された措置を履行しない場合、又は履行しても不十分な場合などは、市町村
等が所有者に代わり必要な措置を講じます。

④行政代執行（※）

　空家の「適切な管理」をせず、放置し続け、空家が危険な状態になったら…

「特定空家等」とは…？（※空家特措法第2条第2項）
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるもの
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態にあるもの
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態のもの
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のもの

※行政代執行とは：行政代執行法による行政措置のひとつ
　（所有者等に代わり行政が実施（委託）し、かかった経費は義務者（所有者等）に請求できます。）

燃
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る
ご
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１
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ご
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平成27年度　全国・福岡県学力・学習状況調査の結果

～学校・家庭・地域で　「最後までやり遂げる」「ルールやきまりを守る」 　「学び続ける」子どもを育てましょう！～

成果・どの教科区分もバランスよく学力が身に付いている。
　　・小５は、算数において県平均を上回っている。
　　・無回答率がほぼ全ての設問で全国平均を下回っている。
課題・小６は、国語Ｂ以外は、全国平均正答率を少し下回っている。
　　・小６は、学力高位層（正答率80％以上）の割合が全国平均に

比べ低い。
　　・全体的に見ると「基礎・基本」を育成していくことが必要である。

○基礎・基本の確実な定着を図るため
の授業の進め方を明らかにすること
○学習意欲が高まるような授業の進め
方を明らかにすること

どの教科区分もバランスよく学力が身に付いている。

計算問題など「基礎・基本」の力を育成していく必要がある。

1 児童生徒の学力の実態について

小学校における
学力向上への
授業改善
ポイント

昨年４月21日に小学校６年生と中学校３年生を対象に全国学力・学習状況調査が
また、６月23日に小学校５年生と中学校２年生を対象に福岡県学力調査が実施されました。
この結果を公表するとともに、授業改善のポイントを考えました。

問子ども課　学校教育係
　  ☎ 77－6205　FAX 77－2720

国語・算数（全国）学力調査経年変化【全国平均を０とした場合の比較：小６】
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①【小学校６年生の学力実態】（全国の正答率を100として）

②【小学校６年生の学力調査経年変化】（全国の正答率を０として） ⑤【中学校３年生の学力調査経年変化】（全国の正答率を０として）

③【小学校５年生の学力実態】
　（県の正答率を100として）
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⑥【中学校２年生の学力実態】
　（県の正答率を100として）
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④【中学校３年生の学力実態】（全国の正答率を100として）
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平成27年度福岡県学力調査正答率（小5）
【県平均正答率を100とした場合の比】

成果・中３は、昨年度に比べ、国語Ｂ、数学Ａ・Ｂの正答率が上昇している。
　　・中２は、数学Ｂが、県平均を上回っている。
課題・中３は、全ての教科で全国平均を下回っている。
　　・中３は、学力低位層（正答率40％以下）の割合が全国平均に比べ高い。
　　・中３は、学力高位層（正答率80％以上）の割合が全国平均に比べ低い。
　　・国語、数学とも「基礎・基本」に大きな課題がある。

○「分かった・できた・学ぶ価値」を実感する授業の工夫を行うこと
○学力低位層の底上げを図るために、基礎的・基本的な知識・技能を定着させる
学習活動を確実に位置付けること
○生徒が自分で問題を解いた結果や過程をノートに論述していく活動及び、論理
的に説明し合う交流活動を積極的に位置付けること

中学校における
学力向上への
授業改善
ポイント
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平成27年度　全国・福岡県学力・学習状況調査の結果

～学校・家庭・地域で　「最後までやり遂げる」「ルールやきまりを守る」 　「学び続ける」子どもを育てましょう！～

成果・どの教科区分もバランスよく学力が身に付いている。
　　・小５は、算数において県平均を上回っている。
　　・無回答率がほぼ全ての設問で全国平均を下回っている。
課題・小６は、国語Ｂ以外は、全国平均正答率を少し下回っている。
　　・小６は、学力高位層（正答率80％以上）の割合が全国平均に

比べ低い。
　　・全体的に見ると「基礎・基本」を育成していくことが必要である。

○基礎・基本の確実な定着を図るため
の授業の進め方を明らかにすること
○学習意欲が高まるような授業の進め
方を明らかにすること

どの教科区分もバランスよく学力が身に付いている。

計算問題など「基礎・基本」の力を育成していく必要がある。

1 児童生徒の学力の実態について

小学校における
学力向上への
授業改善
ポイント

昨年４月21日に小学校６年生と中学校３年生を対象に全国学力・学習状況調査が
また、６月23日に小学校５年生と中学校２年生を対象に福岡県学力調査が実施されました。
この結果を公表するとともに、授業改善のポイントを考えました。

問子ども課　学校教育係
　  ☎ 77－6205　FAX 77－2720

国語・算数（全国）学力調査経年変化【全国平均を０とした場合の比較：小６】
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①【小学校６年生の学力実態】（全国の正答率を100として）

②【小学校６年生の学力調査経年変化】（全国の正答率を０として） ⑤【中学校３年生の学力調査経年変化】（全国の正答率を０として）

③【小学校５年生の学力実態】
　（県の正答率を100として）
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⑥【中学校２年生の学力実態】
　（県の正答率を100として）
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（活用）

100.0
100.0
100.0
100.0

町２年生

国語

数学

県

98.1
97.3

A（基礎）
B（活用）

100.0
100.0

99.5
98.3

町

算数

全国 県

④【中学校３年生の学力実態】（全国の正答率を100として）

93.4
95.4
95.0

A（基礎）
B（活用）

100.0
100.0
100.0

98.4
98.0
97.0

町

国語

理科

全国 県
85.9
89.7

A（基礎）
B（活用）

100.0
100.0

96.6
95.7

町

数学

全国 県

平成27年度福岡県学力調査正答率（小5）
【県平均正答率を100とした場合の比】

成果・中３は、昨年度に比べ、国語Ｂ、数学Ａ・Ｂの正答率が上昇している。
　　・中２は、数学Ｂが、県平均を上回っている。
課題・中３は、全ての教科で全国平均を下回っている。
　　・中３は、学力低位層（正答率40％以下）の割合が全国平均に比べ高い。
　　・中３は、学力高位層（正答率80％以上）の割合が全国平均に比べ低い。
　　・国語、数学とも「基礎・基本」に大きな課題がある。

○「分かった・できた・学ぶ価値」を実感する授業の工夫を行うこと
○学力低位層の底上げを図るために、基礎的・基本的な知識・技能を定着させる
学習活動を確実に位置付けること
○生徒が自分で問題を解いた結果や過程をノートに論述していく活動及び、論理
的に説明し合う交流活動を積極的に位置付けること

中学校における
学力向上への
授業改善
ポイント

３年生

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

国語・数学（全国）学力調査経年変化【全国平均を０とした場合の比較：中３】

104

102

100

98

96

94

92

104

102

100

98

96
国語（基礎）国語（基礎） 国語（活用） 算数（基礎） 算数（活用） 国語（活用） 数学（基礎） 数学（活用）

平成27年度福岡県学力調査正答率（中2）
 【県平均正答率を100とした場合の比】

part
1
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こんにちは！保健師です。んみ な で 康健 ☎ 77－2266
FAX 77－3063

健康福祉課
健康支援係

舛田保健師 田嶋保健師

いと体を動かすのがおっくうになり、運動不足になりがちです。すると体力が低下し、病気に対す
る抵抗力も低下します。寒さが身体に与える影響も少なくありません。寒い冬には、日頃からの体

調管理と予防が大切です。

インフルエンザ
飛沫感染（せき・くしゃみ）
接触感染（ドアノブ、スイッチ）

冬に多い病気とその予防

予防法病名

寒

◇手洗い、うがい、予防接種
◇マ　ス　ク　せきやくしゃみのある

人は必ず着用
この症状の人と接する
時にも着用

◇加湿と換気　室温20度前後、湿度
は50～60％に保つ
（加湿器や濡らしたタオルを干す）

◇バランスの良い食事　免疫力を高める成分の物をとる
ビタミンC（果物、野菜、いも）／ビタミンE（ご
ま、かぼちゃ）／ビタミンA（レバー、にんじん）

ノロウィルス
ウイルスによる感染性胃腸炎
や食中毒による。経口感染

高血圧
温度差が危険。寒い時は血管が収縮し、温度
差が大きいと、拡張と収縮が急激に起こるた
め、急激な血圧の変化や、心臓や脳血管の障
害を引き起こしやすくなる。

◇入浴時は脱衣室や浴室をあたたかくしておく
◇38℃くらいのぬるめのお湯の方が体にかかる負担が少い
◇寒い場所に移動するときは、深呼吸して血圧の上昇を
抑える

◇石けんを使って 15 秒以上洗う
◇親指、指先、指の間の洗い残しに気をつける
◇流水で十分すすぐ
◇洗った後は水分をきれいなタオルやハンカチで拭きとる
◇手があれやすい人は、ハンドクリームを使用する

【症状】
38℃以上の発熱・せき
のどの痛み・全身の倦怠感
関節の痛み

【合併症】
気管支炎、肺炎（高齢者や
小児は重症化しやすい）

予防の基本 ！ 手洗いのポイント

手のひらをあわせよくこする

手の甲をのばす
ようにこする

親指と手のひらを
ねじり洗いする

指先、爪の間をこする 指の間を十分に洗う

手首を忘れずに洗う

【症状】
おう吐・下痢・腹痛・発熱

◇手　洗　い
◇加　　　熱　食品は中心温度85℃以上で1分以上
◇消　　　毒　調理器具は熱湯消毒をする
◇嘔吐物等の処理　消毒用アルコールは効果弱、漂白剤（次亜塩素酸

ナトリウム）での消毒がよい
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問 健康福祉課福祉係
　 ☎77－2266ローズアップ福祉ク

認知症ＳＯＳ模擬訓練が開催されました
（高樋区・今区）

No.15

　最近、テレビや新聞などで認知症についての話をよく耳に
しませんか？
　認知症の方が道に迷い自宅に帰れなくなった時、時間が経
つほど捜索が難しくなります。また、ご本人も強い不安に襲
われ、命の危機にさらされることもあります。この訓練は、
認知症の外出者役と捜索する方など役割を決め、認知症の方
への声掛けの練習・各行政区内での情報伝達の確認を主な目的として、高
樋区はグループホームふたば（幸生苑）運営推進会議を中心に区民の方々
が参加し、今区は小地域協議会を中心に聖母園グループホーム等の協力に
より実施されました。

認知症の方への声掛けのポイント

相談場所や問合せ先：大刀洗町健康福祉課（福祉係）77-2266　　大刀洗町地域包括支援センター 77-6211

認知症役の方
・伝達の仕方が確認でき、実践で役立つと思った。
・実際の情報は間違いが多い。
・名前を聞きそびれていた。
・「こんにちは」の次の言葉掛けが難しい
・声掛けの内容が難しいが、一人で散歩されてい
る方にも気遣えるようになった。

捜索する方

参加された方の感想

当日の流れ

①開会式
②情報伝達訓練
③公民館集合
④捜索・声掛け訓練
⑤訓練終了
⑥閉会式・反省会

今区高樋区
非常食も食べてみました！

「第1回はよ！声ばかけて
くれんのSOS模擬訓練」

「第1回認知症外出者を
さがそう模擬訓練」

▶
情
報
伝
達
訓
練

◀
声
掛
け
訓
練

◀
声
掛
け
訓
練

▲反省会の様子 ▲反省会の様子

・笑顔で優しく声掛けをしてくれると嬉しかった。
・あきらめずに何度も声を掛けてくれたのが嬉しかった。
・後ろから声を掛けられたり、囲まれると怖かった。
・後ろから走ってくる足音が怖かった。
・自分の名前を名乗ってから、名前を尋ねてほしい。
・役ができるか心配していたが、良い体験ができた。

前から目線を合わせて・ゆっくり穏やかな口調で
自尊心を傷つけないことが大切です！
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土金木水火月日
行事予定表 1月

12/30 12/31 112/2912/2812/27

17 201918

24 2625

13 14 15 16

21 22 23

121110

27 28 29 30
31 2/22/1 2/3 2/4 2/5 2/6

2

6 7 8543 9

　

小郡三井医師会・歯科医師会　1月年始・休日当番医
　月　日

　

　

神代病院

嶋田病院

丸山病院

小郡三井医師会休日診療センター

ときえだクリニック

住所・電話番号・FAX医療機関名

医療機関名（診療科）
神代病院（外科）　嶋田病院（内科・外科）
神代病院（内科・外科） 　嶋田病院（内科・外科） 
嶋田病院（内科・外科） 丸山病院（内科） 　
嶋田病院（内科・外科）　小郡三井医師会休日診療センター（内科）　
嶋田病院（内科・外科）　小郡三井医師会休日診療センター（内科）　
嶋田病院（内科・外科）　丸山病院（内科） 小郡三井医師会休日診療センター（内科） ときえだクリニック（小児科）
神代病院（外科） 　嶋田病院（内科・外科） 小郡三井医師会休日診療センター（内科）　
嶋田病院（内科・外科）　小郡三井医師会休日診療センター（内科）　

１月１日金
１月２日土
１月３日日
１月10日日
１月11日月・
１月17日日
１月24日日
１月31日日

久留米市北野町中川900-1 ☎78－3177　FAX78－3918

小郡市小郡217-1 ☎72－2236　FAX73－3313

小郡市山隈273-11 ☎73－0011　FAX73－0013

小郡市上岩田1246 ☎72－5534　FAX73－1559

小郡市津古485-19 ☎75－8828　FAX75－8828

祝

対象者：平成25年7
月～平成25年8月生
受付：午後1時15分
～ 2時15分  健康管理
センター 2階

2歳6ヶ月児歯科健診

午後5時15分～7時
住民課

証明書発行窓口延長

午後5時15分～7時
住民課

証明書発行窓口延長

午前９時30分～11時
30分
中央公民館

郷土史学級

午前9時～正午　
ぬくもりの館

心配ごと相談、
行政相談

対象者：平成27年7月
～平成27年8月生
受付：午後1時15分～
2時15分  
健康管理センター2階

4～5ヶ月児健診

午前9時～正午　
ぬくもりの館

障がい者相談

午前9時30分～
就業改善センター

菊池女性学級

午前10時～午後4時
ぬくりもりの館

くらし・しごと・家計
困りごと相談

午前９時～
ふれあいセンター

本郷女性学級

午前9時30分　
花立山温泉集合

歩こう会
午前7時～午後8時　
各校区センター

大刀洗町長選挙

午後１時30分～3時30分
中央公民館

座・たちあらい楽集塾

成人の日

元旦

午前9時～正午　
ぬくもりの館

心配ごと相談、
母子・寡婦相談 対象者：平成27年2月

～平成27年3月生
受付：午後1時15分～
2時15分  
健康管理センター2階

10～11ヶ月児健診
午 後 1 時 30 分～5 時
30分
きくち教室（菊池小内）

もやい発達相談

午後1時～4時
ぬくもりの館

いじめや困りごと相談

午前９時30分～
中央公民館

子ども料理教室

午前10時～
ドリームセンター

子どもサミット

午前9時30分～正午
就業改善センター

菊池ＳＡＫＵＲＡ組
女性学級

午後7時30分～
中央公民館

SAOTOME女性学級

午後5時15分～7時
住民課

証明書発行窓口延長

午後5時15分～7時
住民課

証明書発行窓口延長

午後5時15分～7時
住民課

証明書発行窓口延長
午後1時30分～5時30分
きくち教室（菊池小内）

もやい発達相談

町内小中学校
始業式

午前９時30分～11時
30分
中央公民館

郷土史学級
午前10時～
三井消防署三井出張所

午前9時～正午　
ぬくもりの館

心配ごと相談

午前9時～正午　
ぬくもりの館

心配ごと相談

～1／3まで
役場閉庁日

午前9時～正午　
ぬくもりの館

交通事故相談

消防出初式

午後1時～受付
1時30分開式
ドリームセンター

成人式
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県消費生活センター
☎092－632－0999

困ったとき、悩んだときは消費者生活相談窓口にご相談ください

久留米市消費生活センター　　　☎30－7700
大刀洗町役場産業課農政商工係　☎77－6201

　一人暮らしをしている高齢の母が、友人に誘われ「無料で粗品がもらえる」という展示会場に通っている。会
場にいくと、粗品がもらえ、格安で食料品が買えると喜んでいたが、通っているうちに、販売員に勧められ、持
病が治るという20万円の浄水器や、50万円のネックレスなど高額な商品も購入してしまった。母も後悔している。
　これは、ＳＦ商法（催眠商法）といい「粗品を配る」「日用品・食料品の格安販売」などと謳って、閉め切った会場
に人を集め、粗品配布や格安販売で会場の雰囲気を盛り上げた後、事業者の本来の目的である高額な商品を販売する
手口です。周りの雰囲気にのまれ、高額な商品も安く感じ、自分にとって本当に必要かどうか冷静な判断ができずに
気づけば高額な商品を買ってしまうことがあります。このような場合は、契約書面を受け取った日を含めて８日以内
であれば、クーリング・オフができます。書面をわたされていないときや内容に不備があるとき、虚偽の説明を受け
契約した、帰りたいといったのに帰してもらえないなど不適切な勧誘があった場合は、取り消しができます。

粗品をもらうつもりが、気づけば高額な買い物を！？

こちらこちら119119 久留米広域消防本部三井消防署
☎72－5101毎月９日は防火の日（久留米広域消防本部）

防災とボランティアの日

　平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として、
毎年１月17日が「防災とボランティアの日」、１月15日から21
日までが「防災とボランティア週間」と定められています。
　最近は、各地域で自主防災組織が立ち上げられ、「自分たちの地
域は自分たちで守る」という自覚のもと訓練が実施されています。
　皆さんもこうした訓練に参加し、もしもの時に落ち着いて行動
できるよう日頃から備えておきましょう。

☆まずは身の安全を確保する！
★慌てて屋外に飛び出さない！
☆戸を開けて、避難口を確保する！
★揺れが収まったら火の始末！
☆正しい情報の入手を！

☆命を守るポイント★
地震発生！そのときどうする？

災害時の非常用持出袋を準備しましょう！ 

消 費 者 ホ ッ ト 情 報

困ったときは、
まずは
ご相談ください！

 
　  
　  

小郡警察署
ニュース

 

　

 

　

 

小郡警察署　☎73－0110

http://www.police.pref.fukuoka.jp
福岡県警 HP

小
郡
警
察
署

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

小郡警察署管内の犯罪及び
交通事故の発生状況（11月末現在）

平成28年福岡県警察年頭視閲のお知らせ
　威風堂々たる本警察の勇姿をご覧いただきたく、県民の皆様の多数の
ご来場をお待ちしております。

日時　1月7日木午前10時～正午(開場午前9時20分)
会場　福岡ヤフオクドーム
内容　年頭視閲（警察部隊分列行進・車両行進等）、白バイ・パトカー

の体験乗車等
問　福岡県警察本部教養課　☎092-641-4141

緊急時　あわてずあせらず　110番
110番は緊急電話　相談事は＃9110

　110番は、事件事故の緊急通報専用電話です。急を要しない相談などの
110番は、1分1秒を争う事件事故への対応を遅らせる原因となります。警
察への相談･要望等は（☎＃9110）、ダイヤル電話からは（☎092-641-9110）
または小郡警察署（☎ 73-0110）へお願いします。

◆刑法犯発生状況　　416件（－51件）
◆交通事故発生状況　330件（－71件）
　　　　・死者数　　　 1人（－4人）
　　　　・傷者数　　413人（－98人）
　　　　　　　※（　）は前年同月比を示す。
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NEWS & INFORMATION

たちあらいインフォメーションたちあらいインフォメーションたちあらいインフォメーション

「マイナンバー総合フリーダイヤル」

●内閣官房のマイナンバー（社会保障・税番号）制度のホームページ

０１２０－９５－０１７８（無料）

 マイナンバー  で検索（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html）

　・ 平日 ９：３０～２２：００　土日祝 ９：３０～１７：３０ （年末年始12月29日～1月3日を除く）
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合（有料）
　・マイナンバー制度に関すること ０５０-３８１６-９４０５
　・「通知カード」「個人番号カード」に関すること ０５０-３８１８-１２５０
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
　・マイナンバー制度に関すること ０１２０-０１７８-２６
　・「通知カード」「個人番号カード」に関すること ０１２０-０１７８-２７
　　（英語以外の言語については、平日9:30～20:00までの対応となります。）

記載事項

入手方法

利用目的

有効期間

平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります！

・マイナンバーの通知や利用手続等で、国や町の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールも無視しましょう。
・万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意！

マイナンバーを証明するものは「通知カード」 と 「個人番号カード」 の２種類あります。

　平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、社会保障や税等の事務においてマイナンバーの記載と本
人確認が必要となる場合があります。
　下記の手続きの際には、「通知カードと運転免許証等の本人確認書類」又は「個人番号カード」をご持参ください。

個人番号カード通知カード名　称

平成28年度の保育園入所申込者の面接を行います。

対象者　・新規に保育所入所申請をした方や申込
書類に不備があった方(子ども課から通
知します)

　　　　・入所にあたり相談・質問等をしたい方
日　時　※①･②･③のいずれかにお越しください。
　　　　①１月12日火　午後1時から5時
　　　　②１月13日水　午前９時から午後5時
　　　　③１月14日木　午前９時から午後1時
会　場　役場３階301会議室

問子ども課子育て支援係　☎77-6205　FAX 77-2720

保育園入所面接を実施します

問久留米年金事務所　　　☎33－6206
　健康福祉課国保年金係　☎77－226620歳になったら国民年金

　シルバー人材センターでは、カイガラムシ、ハダニ対
策に有効なマシン油乳剤を散布しております。越冬中の
虫の卵を窒息死させるので、春以降の害虫の発生を抑え
られます。薬剤は名前のとおり「機械油」成分ですので、
人体にもまったく無害です。ご利用をお待ちしております。

問シルバー人材センター大刀洗出張所　☎77－5944

冬消毒の季節になりました。

料金　2,622 円（薬剤５０リットルまで使用の場合）

国民年金のポイント

　国民年金は、20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
◆老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
　障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合にそ
の加入者により生計を維持されていた遺族( ｢子のある妻｣ や ｢子｣ ）が受け取れます。 

◆学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）･短期大学･高等学校･高等専門学校･専修学校及び
各種学校（修業年限が１年以上である課程）･一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
◆若年者納付猶予制度
　学生でない30歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予
される制度です。　
　国民年金のご相談・手続き等については市（区）町村または年金事務所までお問合せください。

将来の大きな支えになります

若者を支える２つの制度

(表面)氏名、住所、生年月日、顔写真あり
(裏面)個人番号、氏名等

・希望者は、通知カードに同封の申請書に写真を
貼付の上、必要事項を記入押印し郵送等で行
います。詳しくは、同封の説明書をご覧ください。
※即日交付ができません。
※住所、氏名等に変更がある場合は、申請書が使
用できませんので、住民課にご連絡ください。

・平成28年1月以降、交付通知書が送られてき
ますので、原則として申請者本人が運転免許証
等本人確認書類、通知カードなどを住民課に持
参してください。
・手数料は、初回無料。

個人番号の証明
※本人確認書類として利用できます。
発行日から申請者の10回目の誕生日まで
（20歳未満の人は5回目の誕生日まで）

・国民健康保険、後期高齢者医療、乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり親家庭医療
・介護保険　・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当　・税　　等

★住所の変更届出（転入・転居等）や戸籍の届出（婚姻等で氏名が変更になる方）の際は、「通知カード」
又は「個人番号カード」の変更事項を裏書きしますので、「通知カード」等を住民課にご持参ください。
※10月5日以降出生等の方の「通知カード」は、後日郵送で届きます。

個人番号、氏名、住所、生年月日等
顔写真なし

平成27年11月以降、すべての住民に転送
不要の簡易書留で郵送します。

個人番号の証明
※本人確認書類としては利用できません。

なし

★「通知カード」を受け取られていない方
は、住民課で一定期間（3か月程度）
保管しています。早めに住民課窓口
に受け取りにきてください。

【必要なもの】本人又は、同一世帯の方
の場合、「窓口に来る方の運転免許証等
本人確認書類」（代理人の場合、「委任状」
と「代理人の本人確認書類」）

問住民課　℡77-2141

必要となる
主な手続き
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NEWS & INFORMATION

たちあらいインフォメーションたちあらいインフォメーションたちあらいインフォメーション

「マイナンバー総合フリーダイヤル」

●内閣官房のマイナンバー（社会保障・税番号）制度のホームページ

０１２０－９５－０１７８（無料）

 マイナンバー  で検索（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html）

　・ 平日 ９：３０～２２：００　土日祝 ９：３０～１７：３０ （年末年始12月29日～1月3日を除く）
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合（有料）
　・マイナンバー制度に関すること ０５０-３８１６-９４０５
　・「通知カード」「個人番号カード」に関すること ０５０-３８１８-１２５０
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
　・マイナンバー制度に関すること ０１２０-０１７８-２６
　・「通知カード」「個人番号カード」に関すること ０１２０-０１７８-２７
　　（英語以外の言語については、平日9:30～20:00までの対応となります。）

記載事項

入手方法

利用目的

有効期間

平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります！

・マイナンバーの通知や利用手続等で、国や町の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールも無視しましょう。
・万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意！

マイナンバーを証明するものは「通知カード」 と 「個人番号カード」 の２種類あります。

　平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、社会保障や税等の事務においてマイナンバーの記載と本
人確認が必要となる場合があります。
　下記の手続きの際には、「通知カードと運転免許証等の本人確認書類」又は「個人番号カード」をご持参ください。

個人番号カード通知カード名　称

平成28年度の保育園入所申込者の面接を行います。

対象者　・新規に保育所入所申請をした方や申込
書類に不備があった方(子ども課から通
知します)

　　　　・入所にあたり相談・質問等をしたい方
日　時　※①･②･③のいずれかにお越しください。
　　　　①１月12日火　午後1時から5時
　　　　②１月13日水　午前９時から午後5時
　　　　③１月14日木　午前９時から午後1時
会　場　役場３階301会議室

問子ども課子育て支援係　☎77-6205　FAX 77-2720

保育園入所面接を実施します

問久留米年金事務所　　　☎33－6206
　健康福祉課国保年金係　☎77－226620歳になったら国民年金

　シルバー人材センターでは、カイガラムシ、ハダニ対
策に有効なマシン油乳剤を散布しております。越冬中の
虫の卵を窒息死させるので、春以降の害虫の発生を抑え
られます。薬剤は名前のとおり「機械油」成分ですので、
人体にもまったく無害です。ご利用をお待ちしております。

問シルバー人材センター大刀洗出張所　☎77－5944

冬消毒の季節になりました。

料金　2,622 円（薬剤５０リットルまで使用の場合）

国民年金のポイント

　国民年金は、20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
◆老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
　障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合にそ
の加入者により生計を維持されていた遺族( ｢子のある妻｣ や ｢子｣ ）が受け取れます。 

◆学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）･短期大学･高等学校･高等専門学校･専修学校及び
各種学校（修業年限が１年以上である課程）･一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
◆若年者納付猶予制度
　学生でない30歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予
される制度です。　
　国民年金のご相談・手続き等については市（区）町村または年金事務所までお問合せください。

将来の大きな支えになります

若者を支える２つの制度

(表面)氏名、住所、生年月日、顔写真あり
(裏面)個人番号、氏名等

・希望者は、通知カードに同封の申請書に写真を
貼付の上、必要事項を記入押印し郵送等で行
います。詳しくは、同封の説明書をご覧ください。
※即日交付ができません。
※住所、氏名等に変更がある場合は、申請書が使
用できませんので、住民課にご連絡ください。

・平成28年1月以降、交付通知書が送られてき
ますので、原則として申請者本人が運転免許証
等本人確認書類、通知カードなどを住民課に持
参してください。
・手数料は、初回無料。

個人番号の証明
※本人確認書類として利用できます。
発行日から申請者の10回目の誕生日まで
（20歳未満の人は5回目の誕生日まで）

・国民健康保険、後期高齢者医療、乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり親家庭医療
・介護保険　・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当　・税　　等

★住所の変更届出（転入・転居等）や戸籍の届出（婚姻等で氏名が変更になる方）の際は、「通知カード」
又は「個人番号カード」の変更事項を裏書きしますので、「通知カード」等を住民課にご持参ください。
※10月5日以降出生等の方の「通知カード」は、後日郵送で届きます。

個人番号、氏名、住所、生年月日等
顔写真なし

平成27年11月以降、すべての住民に転送
不要の簡易書留で郵送します。

個人番号の証明
※本人確認書類としては利用できません。

なし

★「通知カード」を受け取られていない方
は、住民課で一定期間（3か月程度）
保管しています。早めに住民課窓口
に受け取りにきてください。

【必要なもの】本人又は、同一世帯の方
の場合、「窓口に来る方の運転免許証等
本人確認書類」（代理人の場合、「委任状」
と「代理人の本人確認書類」）

問住民課　℡77-2141

必要となる
主な手続き
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西太刀洗駅駐車場を整備しました

問建設課管理係　☎77－6204

登録要件（次のいずれかに該当するもの）
①福岡県下水道協会が実施した排水設備工事責
任技術者試験の合格者（合格証の有効期間が
満了していないものに限る）
②本町以外の県内市町村長が交付した責任技術
者証（有効期限が満了していないものに限る）
を有する者
③福岡県下水道協会が実施した更新講習会の修
了者（有効期限が満了していないものに限る）
申請書配布期間　１月6日水～
受付期間　１月12日火～22日金

　甘木鉄道西太刀洗駅構内の未整備箇所につい
て、今年度、国の交付金（旧まちづくり交付金）
を活用して舗装整備等を行い、昨年11月下旬か
ら利用できるようになりました。
　既存の駐車場よりも駅舎から近い位置にあるた
め、近年増加傾向にある利用者の利便性向上につ
ながるほか、治安・景観の改善も図られています。

下水道排水設備工事
責任技術者の登録受付

４Ｈクラブ部員募集

　４Ｈクラブは、大刀洗町において農業に従事する青
年で構成するクラブです。活動をとおして、クラブ員と
して健全な発展を図り、将来農村の自立中核者となる
ための技術と知能を常に培い、クラブ員相互の和を図
ることを目的としています。
　クラブ員相互の知能と技術取得のため、他のクラブ等
との親睦と健康増進のための事業で、先進地視察研修や
ドリームまつりへの参加等の活動を行っています。
　大刀洗町で農業をやっている３５歳以下の人、私た
ちと一緒に活動しませんか？興味のある方は、ぜひ役場
産業課までご連絡ください。

問産業課　☎77－6201

　国民健康保険の加入者の方で、新しく社会
保険やご家族の健康保険の扶養に入られた場
合、喪失の手続きが必要です。
※他の健康保険に加入しても自動的に喪失と
はなりません。

　町の将来を担う町内の小学生が、総合的な学習時間に学習･研究した成果を発表(提案)し、
町長や教育長等との意見交換を通して、自分たちにできることを発信します。

国民健康保険の
資格喪失の手続きは
　　　　　お済みですか？

子どもサミット開催ふるさと大刀洗町を考える

問地域振興課企画係　☎77－0173

問健康福祉課国保年金係　☎77－2266

問生涯学習課生涯学習係　☎77－2670　FAX77－2760

手続場所　　健康福祉課又は菊池連絡所
持参するもの
・新しい保険証（写しでも可）
・認め印
・今までお使いの国民健康保険被保険者証

※同じ世帯のご家族の代理手続きも可能です。
　手続きの後、国民健康保険税の再計算を行い、
過納がある場合は税務課より還付の手続きのご案内
をしております。
　国民健康保険資格の適正化のため、早めの手続
きをお願いします。

日時　1月23日土午前10時～正午　　会場　大刀洗ドリームセンター　2階展示ホール
内容　大堰小6年生　 ｢大刀洗町ブラボー☆PRプロジェクト～大刀洗町のよさをPRする弁当～」
　　　本郷小6年生　 ｢ぼく・わたしの夢　プロジェクト」
　　　大刀洗小6年生 ｢子どもがつくる！『あいさついっぱい大作戦』」
　　　菊池小4年生　 ｢大切にしよう菊池小の芝生」
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出生
転入
死亡
転出  

5,108 (5,043)

男  7,440人
女  8,082人

15,522人 
(15,573) 

ひとのうごき

世帯数人　口

11月末現在
(　) は昨年同期

16(8)
67(67)
9(9)

45(35)

問 問合せ先 申 申込
F FAX
電子メールアドレス

HP ホームページ
e

暮らしの

情報

1
月

■大刀洗町役場
☎77-0101　FAX 77-3063

■役場菊池連絡所
☎77-0239　FAX 77-3069

■中央公民館（生涯学習課）
☎77-2670　FAX 77-2760

■町立図書館
　　 ☎41-6111
FAX 41-6111

■子育て支援センター
☎77-5019（FAX兼）

■大刀洗町運動公園
☎77-4770

■大刀洗公園
☎77-5117

1月の税（料）

納税には便利な口座振替を
ご利用ください。

町県民税…………………
国民健康保険税…………
住宅使用料………………
保育料……………………
後期高齢者医療保険料…

4期
8期
1月
1月
7期

介護保険料……………… 6期

今月の口座振替は、
1月28日（木）です。

今月の口座振替は、
1月25日（月）です。
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募
集
対
象
団
地
等
、
の

詳
細
は
募
集
案
内
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）。

募
集
案
内
書
配
布･

申
込
期
間

　
�

１
月
12
日
火
～
20
日
水

募
集
案
内
書
配
布
場
所

　
�

役
場
建
設
課
及
び
菊
池
連
絡
所･

県
住
宅
供
給
公
社･

公
社
管
理

事
務
所
・
県
県
営
住
宅
課

・�

３
歳
児（
平
成
24
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
25
年
４
月
１
日
に
生
ま

れ
た
お
子
さ
ん
）

・�

４
～
５
歳
児（
平
成
22
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
24
年
４
月
１
日
に

生
ま
れ
た
編
入
学
を
希
望
す
る

お
子
さ
ん
）

検
査
日　

２
月
19
日
金

合
格
発
表　

３
月
３
日
木

問�

福
岡
県
立
久
留
米
聴
覚
特
別
支

援
学
校　

☎
４
４･

２
３
０
４

日
時　

２
月
３
日
水･

４
日
木

※�

１
日
目
午
前
９
時
～
午
後
４
時

30
分
、
２
日
目
午
前
９
時
～
午

後
２
時
45
分

会
場　

久
留
米
広
域
消
防
本
部

対�

象　

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
等
の
社
会
福
祉
施
設
で

収
容
人
員
が
10
人
以
上
、
病
院
、

診
療
所
、
飲
食
店
、
旅
館
等
で

30
人
以
上
、
そ
の
他
工
場
、
事

問
小
郡
駐
屯
地
広
報
班　

☎
７
２･

３
１
６
１

対�

象　

希
望
す
る
校
種
・
教
科
の

教
員
免
許
状
を
有
す
る
人（
取
得

見
込
も
可
）

内�

容　

小
・
中
学
校
講
師（
常
勤
・

非
常
勤
）、
養
護
助
教
諭
、
学
校

栄
養
職
員
、
学
校
事
務
職
員

勤�

務
場
所　

大
刀
洗
町
、
小
郡
市
、

久
留
米
市
、
朝
倉
市
、
朝
倉
郡
、

う
き
は
市
の
公
立
小
・
中
学
校

※
週
数
時
間
か
ら
勤
務
可
能

申�

・
問
北
筑
後
教
育
事
務
所

☎
３
２･

３
１
６
１

募�

集
期
間　

２
月
２
日
火
～
２
月

９
日
火
の
平
日
午
前
９
時
か
ら

午
後
４
時
ま
で（
２
月
９
日
火
は

正
午
ま
で
）

対
象

　

防
衛
問
題
及
び
自
衛
隊
の
活
動

等
に
関
心
の
あ
る
方
に
、
モ
ニ
タ
ー

と
し
て
、
ご
意
見･

ご
感
想
を
い

た
だ
き
ま
す
。
年
間
を
通
じ
、
駐

屯
地
を
は
じ
め
演
習
場
等
で
の
部

隊
の
各
種
訓
練
等
の
見
学
を
ご
案

内
し
ま
す
。

※�

駐
屯
地
の
概
要
説
明･

各
種
行

事
へ
の
案
内･

訓
練
の
見
学･

ヘ
リ
の
体
験
搭
乗･

駐
屯
地
、

演
習
場
で
隊
員
が
作
る
食
事
の

体
験
喫
食（
有
料
）

採
用
数　

１
～
２
名

応�

募
資
格　

成
人（
年
齢
不
問
）で
、

国
会
議
員･

地
方
公
共
団
体
議

会
の
議
員･

常
勤
の
国
家
公
務

員
、
地
方
公
務
員･

行
政
相
談

員
以
外
の
方

任�

期　

１
年
間（
４
月
～
平
成
29
年

３
月
）

申
込
締
切　

２
月
19
日
金

問�

県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管

理
部

☎
０
９
２･

７
８
１･

８
０
２
９

日�

時　

2
月
16
日
火
～
26
日
金
午

後
６
時
30
分
～
９
時
の
平
日
夜

間
6
日
間（
全
15
時
間
）

会�

場　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ（
春
日

市
）　

対�

象　

県
内
に
お
住
ま
い
の
ひ
と

り
親
家
庭
の
母
、
父
、
ま
た
は

か
つ
て
母
子
家
庭
だ
っ
た
寡
婦

で
、
求
職
あ
る
い
は
転
職
を
希

望
し
て
い
る
方

定�

員　

20
名（
定
員
超
過
の
場
合
は

書
類
選
考
、
応
募
数
少
数
時
は

中
止
の
場
合
あ
り
）

受�

講
料　

無
料（
た
だ
し
、
テ
キ
ス

ト
代
の
一
部
と
し
て
１
，
０
０

０
円
自
己
負
担
）

託�

児　

有（
１
～
６
才
ま
で
の
未
就

学
児
）

申
込
締
切　

1
月
28
日
木
必
着

募
集

臨
時
教
員
登
録
制
度
の
ご
案
内

小
郡
駐
屯
地
モ
ニ
タ
ー

第
５
回
甲
種
防
火
管
理

新
規
講
習

福
岡
県
立
久
留
米
聴
覚
特
別

支
援
学
校
幼
稚
部
入
学
者

選
考

平
成
27
年
度
ポ
イ
ン
ト
方
式

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

就
業
支
援
講
習
会

(

パ
ソ
コ
ン
エ
ク
セ
ル
応
用
編)
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申�

・
問
福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等

就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
２･

５
８
４･

３
９
３
１

F
０
９
２･

５
８
４･

３
９
２
３

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
福
祉
を
守
り

自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
、
子
ど

も
の
養
育
費
等
に
関
す
る
法
律
相

談
事
業
で
す
。

日�

時　

１
月
６
日
水･

２
月
３
日

水
午
後
１
時
～
３
時
、
１
月
13

日
水･

27
日
水
午
後
６
時
30
分

～
８
時
30
分

会�

場　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ（
春
日

市
）

※�

相
談
前
日
ま
で
に
要
予
約（
先
着

順
受
付
1
日
4
人
、
１
人
当
た

り
の
相
談
時
間
は
約
30
分
）

申�

・
問
福
岡
県
母
子
寡
婦
福
祉
連

合
会☎

０
９
２･

５
８
４･

３
９
２
２

対�

象　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母･

父
、

離
婚
協
議
中
の
方

※�

受
付
は
平
日
の
午
前
９
時
～
午

後
４
時

相�

談･

問
福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭

等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
２･

５
８
４･

３
９
３
１

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
就

労
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

対�

象　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母･

父

（
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
）

会
場　
（
平
日
）役
場･

（
日
曜
日
）

　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ（
春
日
市
）

申�

・
問
福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等

就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
２･

５
８
４･

３
９
３
１

　

福
岡
県
弁
護
士
会
筑
後
部
会
の

弁
護
士
が
相
続
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

※
参
加
無
料･

予
約
不
要

日�

時　

１
月
16
日
土
午
後
１
時
～

２
時
30
分（
午
後
０
時
30
分
受
付

開
始
）

会�

場　

筑
後
弁
護
士
会
館（
久
留
米

市
篠
山
町
）

定
員　

70
名
程
度（
先
着
順
）

問�

福
岡
県
弁
護
士
会
筑
後
部
会
法

律
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
３
０･

０
１
４
４

　

福
岡
県
最
低
賃
金
が
、
１
時
間

７
４
３
円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

効
力
発
生
日　

10
月
４
日

問�

福
岡
労
働
局
労
働
基
準
部

　

賃
金
課

☎
０
９
２･

４
１
１･

４
５
７
８

日�

時　

１
月
30
日
土
午
後
１
時
～

４
時

会
場　

久
留
米
市
役
所
２
階

内
容

①
ス
ラ
イ
ド
ト
ー
ク
シ
ョ
ー

　

�｢

豊
か
な
自
然
が
な
け
れ
ば
僕
ら

は
生
き
て
い
け
な
い｣

②�

交
流
会　

お
気
に
入
り
の
写
真

を
１
枚
持
参
し
、
お
菓
子
を
食

べ
な
が
ら
お
喋
り

定
員　

50
名（
先
着
順
）

申
込
締
切　

１
月
22
日
金

申�

・
問
福
岡
県
北
筑
後
保
健
福
祉

環
境
事
務
所　

☎
３
０･

１
０
５
２

日�

時　

２
月
６
日
土[

就
職
応
援

セ
ミ
ナ
ー]
午
前
11
時
30
分
～

午
後
０
時
30
分[
就
職
面
談
会]

午
後
１
時
～
４
時

会�

場　

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ（
春
日

市
）

内�

容　

･

就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー･
就

職
面
談
会（
１
６
５
法
人
予
定
）

･

相
談
コ
ー
ナ
ー（
福
祉
関
係
資

格
、
求
職
相
談
、
求
職
登
録
）

対�

象　

社
会
福
祉
施
設
へ
の
就
職

希
望
者
、
平
成
28
年
３
月
末
の
大

学
、
専
門
学
校
等
卒
業
予
定
者

参
加
料　

無
料（
申
込
不
要
）

託�

児　

有
り（
生
後
３
か
月
～
の
未

就
学
児
、
要
予
約
）

問�

福
岡
県
社
会
福
祉
協
議
会
人
材
・

情
報
課

☎
０
９
２･

５
８
４･

３
３
１
０

　

小
石
原
川
沿
い
の
放
流
警
報
局

の
サ
イ
レ
ン
取
替
に
伴
う
動
作
確

認
試
験
を
行
い
ま
す
の
で
、
実
際

の
放
流
警
報
と
お
間
違
え
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日�

時　

１
月
25
日
月
午
前
９
時
30

分
～
午
後
５
時（
午
前
）江
川
ダ

ム
管
理
所
、
下
戸
河
内･

松
丸

･

上
秋
月
警
報
局（
午
後
）下
渕･

甘
木
橋･

下
浦
・
冨
多
警
報
局

問�

水
資
源
機
構
両
筑
平
野
用
水
総

合
事
務
所

☎
０
９
４
６･

２
５･

０
１
１
３

　

希
望
す
る
方
に
対
し
、
学
力
検

査
を
行
わ
ず
、
作
文
に
て
入
学
者

選
抜
を
行
う
特
例
措
置
を
実
施
し

て
い
ま
す（
一
部
学
校
を
除
く
）。

こ
れ
か
ら
勉
強
を
始
め
て
、
高
校

卒
業
資
格
を
得
た
い
と
考
え
て
い

る
方
の
入
学
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

各
種
相
談

試�

験
日　

３
月
８
日
火･

９
日
水

※
作
文
に
加
え
て
、
面
接
を
行

う
学
校
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

志
願
先
高
校
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

会�

場･

願
書
配
布
場
所　

志
願
先

高
校

受�

験
資
格　

高
校
入
学
資
格
が
あ

る
満
20
歳（
平
成
28
年
４
月
１
日

現
在
）以
上
の
人

願�

書
受
付
期
間　

２
月
15
日
月
～

22
日
月
の
正
午
ま
で

問�

福
岡
県
高
校
教
育
課

☎
０
９
２･

６
４
３･

３
９
０
４

　

筑
後
地
域
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

か
ら
火
災
発
生
情
報
を
登
録
さ
れ

た
方
に
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
す
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

※�

以
前
の
同
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
も
再
登
録
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

登�

録
方
法　

左
記
ア
ド
レ
ス
か
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
登
録

http://w
w
w
.center-chikugo

119.jp/fire/saigai/pb/m
obi

le/pb.htm
l

問�

筑
後
地
域
消
防

指
令
セ
ン
タ
ー

☎
４
１･

０
４
１
１

F
４
１･

０
４
１
６

お
し
ら
せ

福
祉
の
仕
事
就
職
フ
ェ
ア

母
子
家
庭･

父
子
家
庭
の

就
労
支
援

福
岡
県
最
低
賃
金
改
正
の

お
知
ら
せ

江
川
ダ
ム
放
流
警
報
の

動
作
確
認
試
験
実
施

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

養
育
費
の
電
話
相
談

相
続
セ
ミ
ナ
ー

動
物
カ
メ
ラ
マ
ン
・
津
田
堅

之
介
氏
ト
ー
ク
シ
ョ
ー

（
無
料
）

20
歳
以
上
を
対
象
と
し
た

定
時
制
高
校
入
試
特
例
措
置

火
災
情
報
メ
ー
ル
配
信
シ
ス

テ
ム
を
ご
利
用
く
だ
さ
い



大刀洗斎場 ふるさと大刀洗斎場 ふるさと
もしもの時に…

事前相談から葬儀施行までどうぞお気軽にお電話下さい

事前相談から葬儀施行まで
どうぞお気軽にお電話下さい

24時間365日受付

お葬儀事前相談・お見積り・病院で亡くなられ
た後の安置施設（自宅・
斎場）へのご搬送やお葬
儀の施行等を承ってます。

株式会社　たちあらい

TEL 0942-77-6700
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷4115-1（大刀洗町運動公園南側）

（町立大刀洗斎場ふるさと指定管理者）

好評につき
ふるさとの会
入会受付中
入会金・年会費 無料

特典付
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申
込
期
限　

１
月
20
日
水

問
大
木
町
役
場
企
画
課

☎
０
９
４
４･

３
２･

１
０
３
６

　

壇
ノ
浦
の
戦
い
で
敗
退
し
た
平

家
一
門
の
慈
禅
尼
が
岩
穴
に
隠
れ

て
霊
を
祀
っ
た
と
い
う
歴
史
を
も

つ
黒
岩
稲
荷
神
社
境
内
で
、
五
穀

豊
穣
や
商
売
繁
盛
を
祈
る
お
祭
り

が
毎
年
２
月
の
初
午
の
日
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

日
時　

２
月
６
日
土
午
前
10
時
～

会�

場　

黒
岩
稲
荷
神
社（
小
郡
市
三

沢
１
７
９
１
）

問
小
郡
市
観
光
協
会

☎･

７
２･

４
０
０
８

　
「
お
ふ
ろ
う
さ
ん
ま
つ
り
」
で
親

し
ま
れ
て
い
る
筑
後
三
大
ま
つ
り

の
ひ
と
つ
。
潮
井
ま
い
り
、御
神
幸
、

流
鏑
馬
な
ど
の
古
式
豊
か
な
神
事

が
行
わ
れ
、
植
木
市
や
屋
台
が
立

ち
並
び
ま
す
。
２
月
８
日
月
に
は

前
夜
祭
と
し
て
、
有
志
の
グ
ル
ー

プ
が
松
明
と
締
め
込
み
姿
で
市
内

を
走
る
「
裸
ん
行
」
も
開
催
。

期�

間　

２
月
９
日
火
～
2
月
11
日

木
祝

会
場　

風
浪
宮
周
辺�

※�

期
間
内
は
西
鉄
柳
川
駅
か
ら
参

拝
直
行
無
料
バ
ス
が
運
行
さ
れ

ま
す
。

問
風
浪
宮
社
務
所

1
年
を
幸
せ
に
過
ご
す
た
め
の
新

春
行
事
で
す
。

日
時　

１
月
17
日
日
午
後
１
時
～

会�

場　

如
意
輪
寺（
小
郡
市
横
隈
１

７
２
９
）

問
小
郡
市
観
光
協
会

☎･

７
２･

４
０
０
８

　

個
人
・
団
体
の
部
に
分
か
れ
て
、

手
作
り
で
ユ
ニ
ー
ク
な
た
く
さ
ん

の
凧
が
あ
が
り
ま
す
。
大
凧
も
見

も
の
で
す
。

日�
時　

１
月
17
日
日（
雨
天
等
予
備

日
１
月
24
日
日
）

会
場　

う
き
は
市
浮
羽
町
古
川
の

大
石
放
水
路

問�

大
石
公
民
館（
月
水
金
の
み
）

☎
０
９
４
３･

７
７･
７
０
８
８

　

三
八
松（
み
や
ま
つ
）の
地
名
の

由
来
に
な
っ
て
い
る
三
島
神
社
、

八
幡
神
社
、
老
松
神
社
に
お
詣
り

し
た
後
、
民
具
資
料
館
の
鞴ふ

い
ご
あ
ん庵
で
、

鳥
取
英
記
さ
ん
の
解
説
・
指
導
の

も
と
、
石
臼
を
使
っ
て
「
き
な
粉
」

を
つ
く
り
ま
す
。

日�

時　

１
月
23
日
火
午
前
10
時
～

午
後
１
時

会�

場　

天
然
温
泉
大
木
の
湯�

ア
ク

ア
ス

定
員　

15
名

　

１
月
上
旬
～
５
月
上
旬
ま
で
行

わ
れ
る
い
ち
ご
狩
り
。
立
っ
た
ま

ま
摘
み
取
れ
る
高
設
の
園
で
、
新

鮮
な
も
ぎ
た
て
の
い
ち
ご
を
味

わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
種
類
に
よ
っ

て
、
食
感
・
甘
さ
・
大
き
さ
・
風

味
が
違
い
ま
す
よ
。

期
間　

１
月
上
旬
～
５
月
上
旬

会�

場　

う
き
は
市
内
の
観
光
い
ち

ご
園

問
う
き
は
市
観
光
協
会

☎
０
９
４
３･

７
７･

５
６
１
１

F
０
９
４
３･

７
６･

４
０
３
９

　

新
年
の
息
災
を
願
う
「
柴
灯
護

摩
・
火
渡
り
の
行
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

直
径
２
ｍ
、
高
さ
３
ｍ
ほ
ど
に
積

み
上
げ
ら
れ
た
ヒ
ノ
キ
の
枝
葉
を

燃
や
し
、
そ
の
炎
の
中
に
僧
た
ち

が
護
摩
木
を
投
じ
、
ホ
ラ
貝
や
太

鼓
、
鉦
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
読

経
を
続
け
、
無
病
息
災
、
家
内
安

全
な
ど
を
祈
り
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
の

枝
が
燃
え
落
ち
た
後
の
灰
の
上
を
、

僧
に
続
き
裸
足
で
歩
き
、
1
年
の

息
災
と
幸
福
を
祈
り
ま
す
。「
火
渡

り
」
の
行
は
、
人
々
の
心
を
洗
い
、

　町立大刀洗診療所（指定管理者　医療法人社団シマダ）では、住民の方々
の健康増進・維持のために、健康に関するさまざまなテーマで「出張健康
教室」を無料で行っています。お気軽にご利用ください。
対　　象　�大刀洗町内の団体､ グループ､ サークル､ 自治会､ 学校､ PTA､ 企業等
講　　師　医師､ 保健師､ 管理栄養士､ 医学療法士等
内　　容　健康に関する講演会､ 運動教室､ 体操教室等（目的に応じて対応します）
申込方法　�開催希望日の１か月前までに、役場健康福祉課窓口、または電話で申し込みください。

出張健康教室のご案内

　･問�健康福祉課国保年金係　☎77ー2266申

黒
岩
稲
荷
神
社�

初
午
祭

風
浪
宮
大
祭

〈
ち
く
ご
遊
学
〉

http://w
w
w
.kttnet.co.jp/

kurum
e-koiki/

ち
く
ご
路
か
わ
ら
版

う
き
は
市
い
ち
ご
狩
り

如
意
輪
寺　

火
渡
り

大
石
親
子
凧
あ
げ
大
会

ぷ
ち
さ
る
こ
い
第
９
弾　

三
社
詣
り
と
鞴ふ

い
ご
あ
ん庵
で

ふ
る
さ
と
の
民
具
体
験

☎
０
９
４
４･

８
７･

２
１
５
４

F
０
９
４
４･

８
７･

８
５
４
３

　

９
つ
の
蔵
が
参
加
す
る
九
州
最

大
の
早
春
酒
蔵
び
ら
き
。
飲
み
比

べ
や
角
打
ち
コ
ー
ナ
ー
で
城
島
の

酒
を
味
わ
え
る
ほ
か
、
開
放
酒
蔵

め
ぐ
り
も
楽
し
め
ま
す
。

期�

間　

２
月
13
日
土
～
２
月
14
日

日
会�

場　

城
島
町
「
町
民
の
森
」
と
城

島
町
・
三
潴
町
・
大
善
寺
町
の

開
放
さ
れ
る
酒
蔵

※�

期
間
内
は
、
西
鉄
三
潴
駅
・JR

荒
木
駅
及
び
駐
車
場（
㈱
ア
テ
ッ

ク
ス
）か
ら
メ
イ
ン
会
場
や
各
酒

蔵
を
結
ぶ
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

を
運
行
し
ま
す
。

問�

城
島
酒
蔵
び
ら
き
実
行
委
員
会

（
久
留
米
南
部
商
工
会
）

http://nanbu-shoko.jp/saka
gura/

☎
F
６
４･

３
６
４
９

　次
の
方
か
ら
町
社
会
福
祉
協
議

会
へ
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。

　社
会
福
祉
事
業
に
使
わ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

 （
敬
称
略
）

香
典
返
し
（
敬
称
略
）

平
城

　ヤ
ス
子

平
城

　幸
惠
（
守
部
）

　
　亡
弟

　平
城

　孝
敏

渡
邊

　康
弘
（
稲
数
）

　
　亡
母

　渡
邊

　ヒ
デ
子

白
石

　敏
明
（
栄
田
）

　
　亡
妻

　白
石

　冨
貴
子

一
般
寄
付

　大
刀
洗
町
女
性
の
会

　国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
小
郡

　た
け
の
こ
ク
ラ
ブ

城
島
酒
蔵
び
ら
き
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まちのわだい まちかどトピックスTOPICS

春待ち遠しく

大刀洗ビッグドラゴンズ
ひばりカップ優勝
　10月17（土）・18（日）に大刀洗町運動公園で、第20回
大刀洗町長杯ひばりカップ争奪少年野球大会が行われ、近隣
の市町をはじめ、遠く福岡市や佐賀県から52チームが参加
しました。6年生以下の児童で構成された28チームで争わ
れたAクラストーナメントは、大刀洗ビッグドラゴンズと三
井少年野球の町内チーム同士の対戦となり、延長戦の末5－
4でビッグドラゴンズが優勝の栄冠を勝取りました。

　勤労感謝の日を前に、大堰保育園の子どもたちが役
場を訪問、職員に手作りの素敵なプレゼントや花束を
手渡してくださいました。皆さんが安心して楽しく暮
らせるよう、職員一同、これからも頑張ります。

ますます頑張ります
　12月13日（日）、大刀洗中学校運動場で行われた、
元ソフトバンクホークス柴原洋さんの野球教室。今回
は横浜DeNAベイスターズの福地選手をゲストにお迎
えして行いました。キャッチボール・守備・バッティ
ングの基礎練習の後は、チームの代表と柴原さん福地
さんとの対決が行われ、楽しい一日を過ごしました。

夢を、感動を、子供たちへ！

　11月19日（木）に、平田雅典さん（平田ナーセリー
社長）のご厚意により、チューリップの球根を各小学
校に100個ずつ寄贈していただきました。

大刀洗町人権講演会
　12月６日（日）大刀洗ドリームセンターにおいて、人
権講演会が行われました。
　今年度は 講師として弓削田健介さんと副田ひろみさ
んをお迎えし 「いのちをありがとう」 との演題でトーク
＆ライブを開催しました。
　会場の皆さんは弓削田さんの素敵な歌声にうっとり
し、かけがえのない命の大切さと人権について語られ
る副田さんのことばに心と耳を傾け心癒されるひと時
を過ごしました。講演会が終わっても温かく余韻が残
る講演会となりました。



「たちあらいのよかもんさがし」

シンガポールからWELCOME!!

～みんなで特産品を探そう！～

～自治体シンガポール事務所～

　町の中にあるお宝を、参加者の皆さんと一緒に掘り起こし、伝
えるにはどうしたらよいのか、全３回の連続ワークショップ。最終
回が開催されました。
　第１回で町のよさを語り合い、
第２回は実際に町歩き。そして
今回はワークショップを元に出来
上がった素敵な冊子を手に、「ど
うやってこの冊子を使い町を PR
するか」という PR 大作戦が展
開されました。
　大堰小学校の６年生をはじめ、

参加者の皆さんがそれぞれに素敵なPRチラシを作成。
　素敵な「大刀洗町」が多くの方の手に渡るといいですね。
　冊子は年明けに完成です。

地域振興課
自治振興係
☎77－0173

地域づくり通信
Vol.61

　シンガポールの旅行会社が企画するツアーの立ち寄りランチで大刀洗
町に３５名ほどのお客様がお越しになりました。
　大堰交流センターで法被を着て「モチつき」。紅白のモチつきを楽しん
だ後は、おいしい家庭料理ランチに舌鼓。おかずはどれも好評でしたが、
特に「お味噌汁」が大人気。何杯もお代わりする方がいらっしゃいました。
　食事中のアトラクションを担っていたのは町の舞踊サークル日本舞踊「黒田節」からはじまり「ひょっとこ踊り」で大賑

わい。会場内では町の英会話が得意な方にお集まり
いただき、通訳を担っていただきました。
　絵手紙を書いたり、巻きすで「手巻き寿司」体験
をしたり。町の方々に協力いただいて、素敵な大刀
洗流「おもてなし」。ツアー客の皆様は大喜びで「ま
た来たい」との感想をいただきました。

コミュニティセンターの
お正月
　本郷校区ふれあいセンターでは。アンビシャス広場
の子どもたちと地域で「門松」を作ります。また、そ
れに合わせて地域の方々自由参加で「しめ縄ない」（し
め縄つくり）が開催されました。このしめ縄に使う「緑米」
も、地域の方々と子どもたちが一緒に苗から育てたも
のです。
　伝統文化を大切にして、いいお正月を迎える準備が
整いました。

25 H28.1 広報たちあらい



みんなのスポーツSPORTS

　11月22日（日）、筑後広域公園（筑後市）で行わ
れた、福岡県民体育大会冬季大会「第2回市町村対
抗福岡駅伝」に大刀洗町チームが参加しました。
　今回は県内60市町村がすべて単独チームを組ん
で出場したこの大会で、大刀洗町チームは総合の部
では、出場60チーム中31位、町村の部では32チー
ム中11位と昨年を上回る健闘を見せました。

1区　大坪 義揚　　2区　古賀 智晴
3 区　廣瀬 　誠　　4区　西村 　涼
5 区　藤本 秀久　　6区　西村 友季
7 区　丸林 良子　　8区　山崎 大輝
9 区　山内 隆太　　監督　中島 　誠

第 2 回市町村対抗福岡駅伝 大刀洗町チーム

第25回ひばりロード
ふれあいマラソン大会

刀洗町の緑豊かな田園を、楽しく走
ってみませんか。

多くの皆さんの参加をお待ちしています。

　・問 ひばりロードふれあいマラソン大会実行委員会事務局（教育委員会内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎77-2670　FAX 77-2760

期　日　2月11日（木・祝）　　　　　 開 会 式　午前8時30分～
会　場　大刀洗町役場及び西側周辺道路　　参加申込　1月8日（金）まで

大

申

祝

開催に伴う交通規制について

26H28.1 広報たちあらい



No.111

（健康管理センター内）☎／ FAX77-5019

子育ての相談や情報の提供も行っておりま
す。詳しくは、子育て支援センターまで

コーナー育メンコーナー育メン
松田やまとくんのパパ浩一さ
んです。オムツ替えをがんばっ
ています。

松田やまとくんのパパ浩一さ
んです。オムツ替えをがんばっ
ています。

「ほっとタイム」

「ベビーちゃお」

助産師さんに

発育相談できます。

離乳食や食育に
ついて相談できます。

栄養相談
第1･3金曜日

授乳相談
第2･4金曜日

（大）大堰交流センター（就）就業改善センター（南）南部コミュニティーセンター（ふ）ふれあいセンター

日時　１月 18日月  午前 10時 30分～
会場　子育て支援センター
※事前の予約はいりません。
　月に１回サークルの披露など行ってい
ます。

ちゃおの誕生会

講　師　戸塚由美子先生
日　時　１月 25日月
　　　　午前 10時～ 11時 20分
会　場　子育て支援センター２階
参加費　500 円　
　　　　託児あり 要予約（プレイルームC）

フィットネス講座

日 月 火 水 木 金 土

元旦

親子あそび広場ちゃお おはなし会ぐるりんぱ
（就）

ぐるりんぱ
（大）

広場ちゃお
ほっとタイム

広場ちゃお
ベビーちゃお

広場ちゃお
ママたっち

フリー
スペース

成人の日

ぐるりんぱ
（南）

広場ちゃお
ベビーちゃお

おはなし会
ママたっち

フリー
スペース

誕生会

1月の行事予定

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24/31
広場ちゃお
フィットネス
講座

ぐるりんぱ
（ふ）

広場ちゃお
ママたっち

乳幼児学級 親子あそび

「広場ぐるりんぱ」
毎週火曜日午前10時開始
寒くても校区センターで
体を動かして遊べます。

ふれあいセンター 憩いの園大堰交流センター

就業改善センター 南部コミュニティセンター
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●
発
行
・
編
集

　
大
刀
洗
町
役
場
地
域
振
興
課
　
☎
0942（

77）0173　
FA
X
0942（

77）3063
　
〒
830-1298 三

井
郡
大
刀
洗
町
大
字
冨
多
819  

●
発
行
日
　
毎
月
１
日

●
印
　
刷
　
㈱
四
ヶ
所

http://w
w
w
.tow

n.tachiarai.fukuoka.jp/
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
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町
公
式
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ー
ジ
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平成27年1月7日

角 　桃花ちゃん（西大刀洗）

★好きな人　お兄ちゃん
★チャームポイント　ふわふわホッペ♡

❶
すみ　　　　もも   か

平成26年1月8日
平塚 蒼空くん（西原）

★好きなもの　アンパンマン、仮面ライダー
★チャームポイント　笑顔

❷

平成27年1月16日
久保 日花里ちゃん（高樋）❶
★好きな人　ゆなこねえね、幸太郎にいに
★チャームポイント　にこにこ笑顔

く      ぼ　    ひ     か    り

平成25年1月15日
高松 美琴ちゃん（北山隈）

★好きな人　蓮斗おにいちゃん
★好きなもの　アンパンマン

たかまつ　  み  こと ❸

平成27年1月31日
坂田 結衣ちゃん（下高橋）

★好きな食べ物　おやつ
★好きなもの　桃太郎（犬）

さか   た       ゆ     い ❶

平成25年1月16日

倉富 大愛ちゃん（山隈）

★好きな食べ物　納豆・まめ
★好きな人　♡はあと♡

くら  とみ　 だい   あ

❸永冨 蒼大くん（山隈）

★好きな食べ物　バナナ
★好きな人　ひかる兄ちゃん

❶なが  とみ　 そう   た

平成27年1月15日

ひら  つか　  そ     ら

平成26年1月25日
山田 悠斗くん（春日）

★好きな人　じぃじ
★特技　ボウル投げ

❷やま   だ      ゆう   と

CONTENTS（今月の主な内容）

　家庭で、地域で、職場で、イキ活きと過ごす男性（イキメン）をテーマに、年間200
回の講演や企業セミナーを行う安藤氏を講師としてお迎えします。男性だけでなく、
ご夫婦、ご家族そろっての参加をお待ちしています。

男女共同参画講演会
「話そう、働こう、育てよう、いっしょに
　　　　～イキメンが家庭を、地域を変える～」

日時　２月１４日日午前10時～（午前9時30分開場）
会場　中央公民館２階　大ホール
講師　安藤　哲也　氏
　　　（ファザーリングジャパン代表理事）

問地域振興課企画係　☎77－0173　FAX77－3063

町づくりに、あなたの力を
大刀洗町臨時職員
      採用希望者の登録を行います
職　　種　事務補助員（一般事務・選挙事務）･給食調理員（学校給食）

･保育士（子育て支援センター）
応募要件　平成28年４月１日現在満18歳以上64歳以下（選挙事務は65

歳以上可）保育士は保育士資格（取得見込可）
受付期間　１月4日月～２月29日月の平日午前８時30分～午後５時15分
申込書類　市販の履歴書（写真添付）保育士は資格証明書の写
採用時期　平成28年４月１日以降
採用方法　登録者の中から、必要に応じて書類選考を行います。
※登録により必ず採用されるわけではありません。

問総務課総務係　☎77－0171　FAX77－3063

平成25年1月16日
渡辺 悠生くん（西大刀洗）❸
★好きな人　じぃじ、ばぁば
★好きなもの　でんしゃ、車

わた なべ　  ゆう せい

平成25年1月29日
原 愛緒美ちゃん（北鵜木）

★好きな食べ物　ヨーグルト
★好きな人　パパ

はら　　ま    お    み ❸

……17

…18～20

…21～23
…24
……25
……26

………………27

※電子データでも受け付けします。
1
生まれ
月

おたんじょうおめでとう !!

申込先 3歳までの赤ちゃんを紹介しています。お気軽に申し込んでください。
（締切は、前月の10日まで） 　　　　　　☎77-0173　地域振興課

講師プロフィール
1962年生まれ。二男一
女の父親。出版社・ＩＴ企
業等を経て、2006年に
ＮＰＯ法人ファザーリング
ジャパンを設立。

入場無料
託児あり（要予約）

新年のごあいさつ
税のお知らせ
大刀洗町長選挙
平成26年度決算報告
環境
学力・学習状況調査の結果

みんなで健康
クローズアップ福祉
行事予定･休日当番医 

119･警察署ニュース･
消費者ホット情報
たちあらいインフ
ォメーション
暮らしの情報･
愛のはなたば
まちかどトピックス
ちょいとよかまち
みんなのスポーツ
ちゃお

………2～3
……………4～6
……………7
…8～10

…………………………11

…12～13
………………14

………15
………16

平成26年1月10日
平田 望空翔くん（東本郷）

★好きな食べ物　みかん
★好きなもの　アンパンマン

ひら   た　     み    く     と

❷
平成26年1月10日

平田 望結ちゃん（東本郷）

★好きな食べ物　きゅうり
★好きなもの　キティちゃん

ひら    た　   み ゆ う

❷

28H28.1 広報たちあらい


